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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する制約される関連付けアクセスポ
イントに関連している再選択インジケータを受信することと、
　前記制約される関連付けアクセスポイントと同様な周波数領域で動作するターゲットア
クセスポイントと通信することによって、前記制約される関連付けアクセスポイントに対
して引き起こされる干渉を予測することに関連している干渉予測オフセットを受信するこ
とと、
　前記再選択インジケータと前記干渉予測オフセットとに基づいて前記ターゲットアクセ
スポイントを選択するかどうかを決定することと、
　を備える方法。
【請求項２】
　前記制約される関連付けアクセスポイントと前記ターゲットアクセスポイントとを含ん
でいる１以上のアクセスポイントをランク付けすること、をさらに備え、前記制約される
関連付けアクセスポイントは、前記ターゲットアクセスポイントよりも高くランク付けさ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ターゲットアクセスポイントと通信することから生じる干渉の予測レベルをコンピ
ュートすること、をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項４】
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　前記干渉の予測レベルをコンピュートすることは、前記制約される関連付けアクセスポ
イントの参照信号受信パワー（ＲＳＲＰ）と、前記オフセットに加えられる前記ターゲッ
トアクセスポイントのものと、比較することを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ターゲットアクセスポイントと通信することから生じる前記干渉の予測レベルが前
記再選択インジケータをオーバーライドするためのしきい値レベルを超える場合には、よ
り低くランク付けされるターゲットアクセスポイントに関連している異なる干渉の予測レ
ベルをコンピュートすること、をさらに備える請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記異なる干渉の予測レベルが前記再選択インジケータをオーバーライドするための前
記しきい値レベルを超えるということを決定することに少なくとも部分的に基づいて、再
選択のために、異なる周波数または技術に関して、アクセスポイントを評価すること、を
さらに備える請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記再選択インジケータを受信するとタイマをイニシャライズすること、
をさらに備え、前記再選択インジケータは、イントラ周波数再選択が許可されないという
ことを特定する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記タイマの終了のときに、第２の再選択インジケータを読み取ることと、前記第２の
再選択インジケータと前記干渉予測オフセットとに基づいて前記ターゲットアクセスポイ
ントを選択するかどうかを決定することと、をさらに備える請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記再選択インジケータは、前記制約される関連付けアクセスポイントが位置づけられ
るセクタを提供するマクロセル基地局から受信される、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記再選択インジケータは、前記セクタ内で位置づけられるすべての制約される関連付
けアクセスポイントに適用する、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記再選択インジケータと、前記制約される関連付けアクセスポイントに対して引き起
こされる干渉を予測することに関連しているオフセットとに基づいて、前記制約される関
連付けアクセスポイントと同様な周波数領域において動作する前記ターゲットアクセスポ
イントを選択するかどうかを決定することをさらに備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記再選択インジケータは、前記制約される関連付けアクセスポイントから受信される
、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　　　イントラ周波数アクセスポイント再選択が許可されるかどうかを特定する制約され
る関連付けアクセスポイントに関連している再選択インジケータを得るように、
　　　前記制約される関連付けアクセスポイントと同様な周波数領域で動作するターゲッ
トアクセスポイントと通信することから生じる潜在的な干渉に関連している干渉予測オフ
セットを受信するように、
　　　前記再選択インジケータと前記干渉予測オフセットとに少なくとも部分的に基づい
て前記ターゲットアクセスポイントを選択するかどうかを決定するように、構成される少
なくとも１つのプロセッサと；
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されるメモリと；
　を備えるワイヤレス通信装置。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記制約される関連付けアクセスポイントが前記
ターゲットアクセスポイントよりも高くランク付けされる場合には、再選択のためにアク
セスポイントをランク付けするようにさらに構成される、請求項１３に記載のワイヤレス
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通信装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ターゲットアクセスポイントと通信すること
から生じる、前記制約される関連付けアクセスポイントに対する干渉の予測レベルをコン
ピュートするようにさらに構成されており、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記の
干渉の予測レベルにさらに少なくとも部分的に基づいて、前記ターゲットアクセスポイン
トを選択するかどうかを決定する、請求項１３に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記制約される関連付けアクセスポイントの参照
信号受信パワー（ＲＳＲＰ）と、前記干渉予測オフセットに加えられる前記ターゲットア
クセスポイントのものと、比較することによって、少なくとも部分的に前記干渉の予測レ
ベルをコンピュートする、請求項１５に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ターゲットアクセスポイントと通信すること
から生じる前記干渉の予測レベルが前記再選択インジケータをオーバーライドするための
しきい値レベルを超える場合には、より低くランク付けされるターゲットアクセスポイン
トに関連している異なる干渉の予測レベルをコンピュートするようにさらに構成される、
請求項１６に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記異なる干渉の予測レベルが前記再選択インジ
ケータをオーバーライドするための前記しきい値レベルを超えるということを決定するこ
とに少なくとも部分的に基づいて、再選択のために異なる周波数または技術に関して、ア
クセスポイントを分析するようにさらに構成されている、請求項１７に記載のワイヤレス
通信装置。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記再選択インジケータを得るとタイマをイニシ
ャライズするようにさらに構成され、前記再選択インジケータは、イントラ周波数再選択
が許可されないということを特定する、請求項１３に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記タイマの終了のときに、前記制約される関連
付けアクセスポイントに関連している異なる再選択インジケータを受信するようにさらに
構成される、請求項１９に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記制約される関連付けアクセスポイントが位置
づけられるセクタを提供するマクロセル基地局から、前記再選択インジケータを得る、請
求項１３に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２２】
　前記再選択インジケータは、前記セクタ内で位置づけられる実質的にすべての制約され
る関連付けアクセスポイントに適用する、請求項２１に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２３】
　幾つかの工程をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、前記幾つかの工
程が、
　イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する制約される関連付けアクセスポ
イントに関連している再選択インジケータを少なくとも１つのコンピュータに受信させる
こと、
　前記制約される関連付けアクセスポイントと同様な周波数領域で動作するターゲットア
クセスポイントと通信することによって、前記制約される関連付けアクセスポイントに対
して引き起こされる干渉を予測することに関連している干渉予測オフセットを前記少なく
とも１つのコンピュータに受信させること、
　前記再選択インジケータと前記干渉予測オフセットとに基づいて前記ターゲットアクセ
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スポイントを選択するかどうかを前記少なくとも１つのコンピュータに決定させること、
　を備える、コンピュータプログラム。
【請求項２４】
　前記制約される関連付けアクセスポイントと前記ターゲットアクセスポイントとを含ん
でいる１以上のアクセスポイントを前記少なくとも１つのコンピュータにランク付けさせ
ることをさらに備え、ここにおいて、前記制約される関連付けアクセスポイントは、前記
ターゲットアクセスポイントよりも高くランク付けされる、請求項２３に記載のコンピュ
ータプログラム。
【請求項２５】
　前記ターゲットアクセスポイントと通信することから生じる、干渉の予測レベルを前記
少なくとも１つのコンピュータにコンピュートさせることをさらに備え、ここにおいて、
前記ターゲットアクセスポイントを選択するかどうかを決定することは、前記干渉の予測
レベルをコンピュートすることに少なくとも部分的にさらに基づいている、請求項２３に
記載のコンピュータプログラム。
【請求項２６】
　前記干渉の予測レベルを前記少なくとも１つのコンピュータにコンピュートさせること
は、前記制約される関連付けアクセスポイントの参照信号受信パワー（ＲＳＲＰ）と、前
記干渉予測オフセットに加えられる前記ターゲットアクセスポイントのものと、比較する
ことを含む、請求項２５に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２７】
　前記ターゲットアクセスポイントと通信することから生じる前記干渉の予測レベルが前
記再選択インジケータをオーバーライドすることのしきい値レベルを超える場合には、よ
り低くランク付けされるターゲットアクセスポイントに関連している異なる干渉の予測レ
ベルを前記少なくとも１つのコンピュータにコンピュートさせること、をさらに備える、
請求項２６に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２８】
　前記異なる干渉の予測レベルが前記再選択インジケータをオーバーライドするための前
記しきい値レベルを超えるということを決定することに少なくとも部分的に基づいて、再
選択のために異なる周波数または技術に関して、アクセスポイントを前記少なくとも１つ
のコンピュータに評価させること、をさらに備える、請求項２７に記載のコンピュータプ
ログラム。
【請求項２９】
　前記再選択インジケータを受信するとタイマを前記少なくとも１つのコンピュータにイ
ニシャライズさせることをさらに備え、前記再選択インジケータは、イントラ周波数再選
択が許可されないということを特定する、請求項２３に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３０】
　前記再選択インジケータを前記少なくとも１つのコンピュータに受信させることは、前
記タイマの終了のときに、前記制約される関連付けアクセスポイントに関連している異な
る再選択インジケータをさらに受信する、請求項２９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３１】
　前記制約される関連付けアクセスポイントが位置づけられるセクタを提供するマクロセ
ル基地局から前記再選択インジケータを前記少なくとも１つのコンピュータに受信させる
ことをさらに備える、請求項２３に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３２】
　前記再選択インジケータは、前記セクタ内で位置づけられる実質的にすべての制約され
る関連付けアクセスポイントに適用する、請求項３１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３３】
　イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する制約される関連付けアクセスポ
イントに関連している再選択インジケータを得る、再選択インジケータ受信コンポーネン
トと、
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　前記制約される関連付けアクセスポイントと同様な周波数範囲で動作するターゲットア
クセスポイントと通信することによって引き起こされる干渉に関連している干渉予測オフ
セットを受信する、干渉予測コンポーネントと、
　前記再選択インジケータと前記干渉予測オフセットとに少なくとも部分的に基づいて前
記ターゲットアクセスポイントを選択するかどうかを決定する、アクセスポイント再選択
コンポーネントと、
　を備える装置。
【請求項３４】
　参照信号強度に少なくとも部分的に基づいて、前記制約される関連付けアクセスポイン
トと前記ターゲットアクセスポイントとを含んでいる再選択の複数のアクセスポイントを
ランク付けするアクセスポイント測定コンポーネント、をさらに備え、前記制約される関
連付けアクセスポイントは、前記ターゲットアクセスポイントよりも高くランク付けされ
る、請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　前記ターゲットアクセスポイントと通信することから生じる前記制約される関連付けア
クセスポイントに対する干渉の予測レベルを推定する干渉予測コンポーネント、をさらに
備え、前記アクセスポイント再選択コンポーネントは、前記干渉の予測レベルに少なくと
も部分的にさらに基づいて、前記ターゲットアクセスポイントを選択するかどうかを決定
する、請求項３３に記載の装置。
【請求項３６】
　前記干渉予測コンポーネントは、前記制約される関連付けアクセスポイントの参照信号
受信パワー（ＲＳＲＰ）と、前記干渉予測オフセットに加えられる前記ターゲットアクセ
スポイントのものと、さらに比較する、請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　前記干渉予測コンポーネントは、前記ターゲットアクセスポイントと通信することから
生じる前記干渉の予測レベルが前記再選択インジケータをオーバーライドするためのしき
い値レベルを超える場合には、より低くランク付けされるターゲットアクセスポイントに
関連している異なる干渉の予測レベルをさらに推定する、請求項３６に記載の装置。
【請求項３８】
　前記アクセスポイント再選択コンポーネントは、前記異なる干渉の予測レベルが前記再
選択インジケータをオーバーライドするための前記しきい値レベルを超えるということを
決定することに少なくとも部分的に基づいて、再選択のために異なる周波数または技術に
関して、アクセスポイントを評価する、請求項３７に記載の装置。
【請求項３９】
　前記再選択インジケータを得るとタイマをイニシャライズするタイマコンポーネント、
をさらに備え、前記再選択インジケータは、イントラ周波数再選択が許可されないという
ことを特定する、請求項３３に記載の装置。
【請求項４０】
　前記再選択インジケータ受信コンポーネントは、前記タイマの終了のときに、前記制約
される関連付けアクセスポイントに関連している異なる再選択インジケータをさらに受信
する、請求項３９に記載の装置。
【請求項４１】
　前記再選択インジケータ受信コンポーネントは、前記制約される関連付けアクセスポイ
ントが位置づけられるセクタを提供するマクロセル基地局から、前記再選択インジケータ
を受信する、請求項３３に記載の装置。
【請求項４２】
　前記再選択インジケータは、前記セクタ内で位置づけられる実質的にすべての制約され
る関連付けアクセスポイントに関連している、請求項４１に記載の装置。
【請求項４３】
　さらに、前記ターゲットアクセスポイントを選択するかどうかを決定することは、前記
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再選択インジケータに少なくとも部分的に基づいて、再選択のために異なる周波数におい
て、異なるアクセスポイントを分析することを備える、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【優先権主張】
【０００１】
(米国特許法の下の優先権主張)
　本願は、２００８年８月８日に出願され、ここでの譲受人に対して譲渡され、ここにお
ける参照によってここで明示的に組み込まれ、「マクロセルミックスキャリアの場合のイ
ントラ周波数セル再選択の制約(INTRA-FREQUENCY CELL RESELECTION RESTRICTION IN CAS
E OF MACRO CELL MIXED CARRIER)」と題される仮出願番号第６１／０８７，５３４号と、
２００８年１１月７日に出願され、ここでの譲受人に対して譲渡され、ここにおける参照
によってここで明示的に組み込まれ、「アイドルモビリティのためにイントラ周波数再選
択オーバーライドを送るための方法及び装置(METHOD AND APPARATUS FOR SENDING AN INT
RA-FREQUENCY RESELECTION OVERRIDE FOR IDLE MOBILITY)」と題される仮出願番号第６１
／１１２，２１９号と、の優先権を主張する。
【背景】
【０００２】
（分野）
　下記の説明は、一般的にワイヤレス通信に関し、より具体的には、イントラ周波数セル
再選択を制約すること(restricting)に関する。
【０００３】
(背景)
　ワイヤレス通信システムは、例えばボイス、データなどのような様々なタイプの通信コ
ンテンツを提供するように広く展開されている。一般的なワイヤレス通信システムは、利
用可能なシステムリソース（例、帯域幅及び伝送パワー）を共有することによって、複数
ユーザとの通信をサポートすることができる多元接続システムであってもよい。このよう
な多元接続システムの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（
ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分割多元接
続（ＯＦＤＭＡ）システム、及び同様なものを含むことができる。さらに、システムは、
第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）、３ＧＰＰロングタームエボリュー
ション（ＬＴＥ）、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、のような仕様書及び／
または、最適化されるエボリューションデータ（ＥＶ－ＤＯ）のようなマルチキャリアワ
イヤレス仕様書、その１以上のレビジョン等にあわせることができる。
【０００４】
　一般的に、ワイヤレス多元接続通信システムは、マルチプルのモバイルデバイスのため
の通信を同時にサポートすることができる。各モバイルデバイスは、順方向リンク及び逆
方向リンク上の送信を介して、１以上のアクセスポイント（例、基地局）と通信すること
ができる。順方向リンク（あるいはダウンリンク）は、アクセスポイントからモバイルデ
バイスまでの通信リンクを指し、逆方向リンク（あるいはアップリンク）はモバイルデバ
イスからアクセスポイントまでの通信リンクを指す。さらにモバイルデバイス及びアクセ
スポイント間の通信リンクは、シングルインプットシングルアウトプット（ＳＩＳＯ）シ
ステム、マルチプルインプットシングルアウトプット（ＭＩＳＯ）システム、マルチプル
インプットマルチプルアウトプット（ＭＩＭＯ）システム、などを介して確立されること
ができる。さらに、モバイルデバイスは、他のモバイルデバイスと（及び／または、アク
セスポイントは、他のアクセスポイントと）ピア・ツー・ピアワイヤレスネットワーク構
成において、通信することができる。
【０００５】
　モバイルデバイスは、ワイヤレスネットワークに対するシームレス接続を実現する通信
のために、様々なアクセスポイントを再選択してワイヤレスネットワークの全体にわたっ
て移動することができる。さらに、様々なタイプの近隣アクセスポイントは、ワイヤレス
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ネットワークにおいて共通の周波数で展開されることができる。例えば、マクロセル基地
局と通信しているモバイルデバイスは、フェムトセルの範囲内で移動すると、近隣イント
ラ周波数フェムトセルに対して再選択することができる。再選択のためにアクセスポイン
トを選択することにおいて、モバイルデバイスは、周囲のイントラ周波数アクセスポイン
ト(surrounding intra-frequency access points)を測定し、望ましい通信パラメータ(例
、信号強度、信号品質、等)でアクセスポイントを選ぶことができる。
【０００６】
　しかしながら、いくつかのアクセスポイントは、あるモバイルデバイスがアクセスポイ
ントに接続することができないように、制約される関連付け(restricted association)を
インプリメントすることができる。モバイルデバイスが、制約される関連付けにより、そ
れが再選択において最も望ましいアクセスポイントに対して接続することができないとい
うことを決定する場合には、それは、それが接続することができるものに出くわすまで、
次に最も望ましいアクセスポイントを評価することができる。しかしながら、このことは
、モバイルデバイスが制約される関連付けアクセスポイント(restricted association ac
cess point)の近くに配置される可能性があり、次に最も望ましいアクセスポイントと通
信するので、制約される関連付けアクセスポイントにわたって干渉を引き起こす可能性が
ある。モバイルデバイスからの干渉が強い極端な場合、これは、他のデバイスが制約され
る関連付けアクセスポイントと通信することを抑制することができる。
【発明の概要】
【０００７】
　以下は、そのような態様の基本的な理解を提供するために、1つまたは複数の態様の簡
略な概要(summary)を提示する。この概要は、すべての熟考された態様の広範囲な全体像
ではなく、すべての態様の重要なあるいは決定的なエレメントを識別することも、あるい
は、いずれあるいはすべての態様の範囲を詳細に描写することも、意図されていない。そ
の唯一の目的は、後で示される、より詳細な説明の前置きとして、簡略化された形で1つ
または複数の態様のいくつかの概念(concepts)を示すことである。
【０００８】
　１つまたは複数の態様およびその対応する開示に従って、様々な態様は、ワイヤレス通
信においてイントラ周波数再選択を制約することを容易にすることに関連して記載される
。例えば、現在のアクセスポイントからの再選択のためにアクセスポイントを分析するま
たはランク付けする(ranking)とき、モバイルデバイスは、制約される関連付けアクセス
ポイント(一例では、現在のアクセスポイント及び/または異なる高くランク付けされるア
クセスポイント)によってイントラ周波数再選択が許可されるかどうかを決定するために
インジケータを評価することができる。イントラ周波数の再選択が許可される(allowed)
場合には、モバイルデバイスは、最も高いランクの選択可能なアクセスポイント(a highe
st ranked selectable access points)に対して再選択することができる。イントラ周波
数の再選択が許可されない(not allowed)場合には、モバイルデバイスは、同じ周波数上
で動作するアクセスポイントに対して再選択することができない、このことはさらなる考
慮(additional considerations)の影響を受ける可能性がある。例えば、モバイルデバイ
スは、高くランク付けされた選択可能なアクセスポイントと通信することにおいてそのプ
ロジェクトされる干渉(projected interference)を決定することができ、そして、そのプ
ロジェクトされる干渉がしきい値を下回る場合には、現在のアクセスポイントによって特
定されるイントラ周波数再選択の制約を無視する。さらに、制約インジケータの評価は、
モバイルデバイスが再選択することができるときを決定するために、タイマにしたがって
生じることができる。さらにインジケータは、一例において、グローバル、及び/または
、モバイルデバイス特有、であることができる。
【０００９】
　関連態様にしたがって、イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する制約さ
れる関連付けアクセスポイントに関連している再選択インジケータ(reselection indicat
or)を受信することを含んでいる方法が提供される。方法はまた、制約される関連付けア
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クセスポイントと同様な周波数領域で動作するターゲットアクセスポイント(target acce
ss point)と通信することによって、制約される関連付けアクセスポイントに対して引き
起こされる干渉を予測することに関連しているオフセットを受信することと、再選択イン
ジケータとオフセットとに基づいて、制約される関連付けアクセスポイントと同様な周波
数領域において動作するターゲットアクセスポイントを選択するかどうかを決定すること
と、を含む。
【００１０】
　別の態様は、ワイヤレス通信装置(wireless communications apparatus)に関する。ワ
イヤレス通信装置は、イントラ周波数アクセスポイント再選択が許可されるかどうかを特
定する制約される関連付けアクセスポイントに関連している再選択インジケータを得るよ
うに構成された少なくとも1つのプロセッサを含むことができる。プロセッサは、制約さ
れる関連付けアクセスポイントと同様な周波数領域で動作するターゲットアクセスポイン
トと通信することから引き起こされる潜在的な干渉に関連しているオフセットを受信する
ように、そして、再選択インジケータとオフセットとに少なくとも部分的に基づいてター
ゲットアクセスポイントを選択するかどうかを決定するように、さらに構成されている。
ワイヤレス通信装置はまた、少なくとも1つのプロセッサに結合されるメモリを備える。
【００１１】
　さらに別の態様は、イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する制約される
関連付けアクセスポイントに関連している再選択インジケータを受信するための手段と、
ターゲットアクセスポイントと通信することに関連しているオフセットを得るための手段
と、を備えているワイヤレス通信装置に関する。ワイヤレス通信装置は、さらに、再選択
インジケータとオフセットとに少なくとも部分的に基づいてターゲットアクセスポイント
を選択するかどうかを決定するための手段を含むことができる。
【００１２】
　さらに別の態様は、コンピュータプログラムプロダクト(computer program product)に
関連しており、そしてそれは、イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する制
約される関連付けアクセスポイントに関連している再選択インジケータを少なくとも1つ
のコンピュータに受信させるためのコード、を含んでいるコンピュータ可読媒体(compute
r-readable medium)を有することができる。コンピュータ可読媒体は、制約される関連付
けアクセスポイントと同様な周波数領域で動作するターゲットアクセスポイントと通信す
ることによって、制約される関連付けアクセスポイントに対して引き起こされる干渉を予
測することに関連しているオフセットを少なくとも1つのコンピュータに受信させるため
のコード、もまた備えることができる。さらに、コンピュータ可読媒体は、再選択インジ
ケータとオフセットとに基づいてターゲットアクセスポイントを選択するかどうかを少な
くとも1つのコンピュータに決定させるためのコード、を含む。
【００１３】
　さらに、さらなる態様は、装置(apparatus)に関する。装置は、イントラ周波数再選択
が許可されるかどうかを特定する制約される関連付けアクセスポイントに関連している再
選択インジケータを得る、再選択インジケータ受信コンポーネント(reselection indicat
or receiving component)を含むことができる。装置は、制約される関連付けアクセスポ
イントと同様な周波数範囲で動作するターゲットアクセスポイントと通信することによっ
て引き起こされる干渉に関連しているオフセットを受信する、干渉予測コンポーネント(i
nterference prediction component)と、再選択インジケータとオフセットとに少なくと
も部分的に基づいてターゲットアクセスポイントを選択するかどうかを決定する、アクセ
スポイント再選択コンポーネント(access point reselection component)と、をさらに含
むことができる。
【００１４】
　他の態様によると、ワイヤレスネットワークにアクセスすることを容易にするためにア
クセスポイントと通信することと、イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定す
るワイヤレスネットワークにおける制約される関連付けアクセスポイントに関連している
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再選択インジケータを評価することと、を含んでいる方法が提供される。方法はまた、再
選択インジケータに少なくとも部分的に基づいて、再選択のために異なる周波数において
、異なるアクセスポイントを分析することを含む。
【００１５】
　別の態様は、ワイヤレス通信装置に関する。ワイヤレス通信装置は、アクセスポイント
からワイヤレスネットワークアクセスを受信するように、イントラ周波数再選択が許可さ
れるかどうかを特定するワイヤレスネットワークにおける制約される関連付けアクセスポ
イントに関連している再選択インジケータを評価するように、構成されたた少なくとも1
つのプロセッサを含むことができる。プロセッサは、再選択インジケータに少なくとも部
分的に基づいて、再選択のために異なる周波数において、異なるアクセスポイントを分析
するようにさらに構成される。ワイヤレス通信装置はまた、少なくとも1つのプロセッサ
に結合されるメモリを備える。
【００１６】
　さらに、別の態様は、ワイヤレスネットワークにアクセスすることを容易にするために
アクセスポイントと通信するための手段と、イントラ周波数再選択が許可されるかどうか
を特定するワイヤレスネットワークにおける制約される関連付けアクセスポイントに関連
している再選択インジケータを受信するための手段と、を備えているワイヤレス通信装置
に関する。ワイヤレス通信装置は、再選択インジケータに少なくとも部分的に基づいて、
再選択のために異なる周波数または技術において、異なるアクセスポイントを分析するた
めの手段、をさらに含むことができる。
【００１７】
　さらに別の態様はコンピュータプログラムプロダクトに関しており、それは、ワイヤレ
スネットワークにアクセスすることを容易にするために、少なくとも1つのコンピュータ
にアクセスポイントと通信させるためのコード、を含むコンピュータ可読媒体を有するこ
とができる。コンピュータ可読媒体はまた、イントラ周波数再選択が許可されるかどうか
を特定するワイヤレスネットワークにおける制約される関連付けアクセスポイントに関連
している再選択インジケータを少なくとも１つのコンピュータに評価させるためのコード
と、再選択インジケータに少なくとも部分的に基づいて、再選択のために異なる周波数に
おいて、異なるアクセスポイントを少なくとも1つのコンピュータに分析させるためのコ
ードと、を備えることができる。
【００１８】
　さらに、さらなる態様は、装置に関する。装置は、イントラ周波数再選択が許可される
かどうかを特定するワイヤレスネットワークにおける制約される関連付けアクセスポイン
トに関連している再選択インジケータを受信する、再選択インジケータ受信コンポーネン
トを含むことができる。装置は、再選択インジケータに少なくとも部分的に基づいて、現
在のアクセスポイントから、再選択のために異なる周波数または技術において異なるアク
セスポイントを評価する、アクセスポイント再選択コンポーネントをさらに含むことがで
きる。
【００１９】
　他の態様によると、ワイヤレスネットワークに対するアクセスを受信するために１以上
のモバイルデバイスによって選択可能な１以上のセクタを提供すること、を含んでいる方
法が提供される。方法はまた、１以上のセクタにおける異なるアクセスポイントについて
イントラ周波数再選択が許可されるかどうか特定する再選択インジケータを１以上のセク
タにおいて１以上のモバイルデバイスに対して送信すること、を含む。
【００２０】
　別の態様は、ワイヤレス通信装置に関する。ワイヤレス通信装置は、ワイヤレスネット
ワークに対するアクセスを受信するために1以上のモバイルデバイスによって選択可能な1
以上のセクタをインプリメントするように構成された少なくとも１つのプロセッサを含む
ことができる。プロセッサは、１以上のセクタにおける異なるアクセスポイントについて
イントラ周波数再選択が許可されるかどうか特定する再選択インジケータを1以上のセク



(10) JP 5684359 B2 2015.3.11

10

20

30

40

50

タにおいて1以上のモバイルデバイスに対して提供するように、さらに構成されている。
ワイヤレス通信装置はまた、少なくとも1つのプロセッサに結合されるメモリ、を備える
。
【００２１】
　さらに別の態様は、ワイヤレスネットワークに対するアクセスを提供するために、提供
されるセクタにおいて1以上のモバイルデバイスと通信するための手段を備えるワイヤレ
ス通信装置に関する。ワイヤレス通信装置は、イントラ周波数再選択が1以上のセクタに
おける異なるアクセスポイントについて許可されるかどうか特定する再選択インジケータ
を１以上のモバイルデバイスに対して送信するための手段、をさらに含むことができる。
【００２２】
　さらに別の態様は、コンピュータプログラムプロダクトに関しており、それは、ワイヤ
レスネットワークに対するアクセスを受信するために1以上のモバイルデバイスによって
選択可能な1以上のセクタを少なくとも1つのコンピュータに提供させるためのコード、を
含むコンピュータ可読媒体を有することができる。コンピュータ可読媒体はまた、イント
ラ周波数再選択が1以上のセクタにおいて異なるアクセスポイントについて許可されるか
どうか特定する再選択インジケータを1以上のセクタにおいて1以上のモバイルデバイスに
対して少なくとも1つのコンピュータに送信させるためのコードを備えることができる。
【００２３】
　さらに、さらなる態様は、装置に関する。装置は、ワイヤレスネットワークに対するア
クセスを提供するために、提供されるセクタにおいて1以上のモバイルデバイスと通信す
るための送信機を含むことができる。装置は、イントラ周波数再選択が1以上のセクタに
おける異なるアクセスポイントについて許可されるかどうか特定する再選択インジケータ
を１以上のモバイルデバイスに対して提供する、再選択インジケータコンポーネントをさ
らに含むことができる。
【００２４】
　他の態様によると、ワイヤレスネットワークに対するアクセスを受信するために1以上
のモバイルデバイスによって選択可能な1以上のセクタを提供することを含んでいる方法
が提供されている。方法はまた、イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する
制約される関連付けアクセスポイントから受信される再選択インジケータをオーバーライ
ドすることに関してモバイルデバイスに対してオフセットを送信することを含む。
【００２５】
　別の態様は、ワイヤレス通信装置に関する。ワイヤレス通信装置は、ワイヤレスネット
ワークに対するアクセスを受信するために１以上のモバイルデバイスによって選択可能な
１以上のセクタをインプリメントするように構成された少なくとも１つのプロセッサを含
むことができる。プロセッサは、論理グルーピング１６０２は、イントラ周波数再選択が
許可されるかどうかを特定する制約される関連付けアクセスポイントから受信される再選
択インジケータをオーバーライドすることに関してモバイルデバイスに対してオフセット
を提供するようにさらに構成される。ワイヤレス通信装置はまた、少なくとも１つのプロ
セッサに結合されるメモリ、を備える。
【００２６】
　さらに別の態様は、ワイヤレスネットワークにおける１以上のモバイルデバイスと通信
するための手段、を備えるワイヤレス通信装置に関する。ワイヤレス通信装置は、イント
ラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する制約される関連付けアクセスポイントか
ら受信される再選択インジケータをオーバーライドすることに関してモバイルデバイスに
対してオフセットを送信するための手段、をさらに含むことができる。
【００２７】
　さらに別の態様は、コンピュータプログラムプロダクトに関しており、それは、ワイヤ
レスネットワークに対するアクセスを受信するために1以上のモバイルデバイスによって
選択可能な1以上のセクタを少なくとも1つのコンピュータに提供させるためのコード、を
含むコンピュータ可読媒体を有することができる。コンピュータ可読媒体はまた、イント
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ラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する制約される関連付けアクセスポイントか
ら受信される再選択インジケータをオーバーライドすることに関してモバイルデバイスに
対してオフセットを少なくとも1つのコンピュータに送信させるためのコード、を備える
ことができる。
【００２８】
　さらに、さらなる態様は、装置に関する。装置は、ワイヤレスネットワークにおいて1
以上のモバイルデバイスと通信するための送信機を含むことができる。装置は、イントラ
周波数再選択が許可されるかどうかを特定する制約される関連付けアクセスポイントから
受信される再選択インジケータをオーバーライドすることに関してモバイルデバイスに対
してオフセットを送信する、干渉オフセットコンポーネント、をさらに含むことができる
。
【００２９】
　前述及び関連の目的の達成のために、1つまたは複数の態様は、ここで十分に説明され
、特許請求の範囲で特に指摘された特徴を備えることができる。下記の説明及び添付図面
は、1つまたは複数の態様のある説明のための特徴を詳細に記載している。しかしながら
、これらの特徴は、様々な態様の原理が利用されることができるいくつかの様々な方法を
示しているが、この説明は、すべてのそのような態様及びそれらの均等物(equivalents)
を含むように意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は、ここにおいて記載される様々な態様に従って、ワイヤレス通信ネットワ
ークの図である。
【図２】図２は、ここにおいて記載される態様に従って、ワイヤレス通信ネットワークの
図である。
【図３】図３は、ワイヤレス通信環境内の利用のための例示的な通信装置の図である。
【図４】図４は、アクセスポイント再選択において、再選択インジケータを使用すること
を実現する例示的なワイヤレス通信システムの図である。
【図５】図５は、再選択インジケータに基づいてアクセスポイントを再選択することを容
易にする例示的な方法の図である。
【図６】図６は、再選択インジケータに基づいて異なる周波数におけるアクセスポイント
を再選択することを容易にする例示的な方法の図である。
【図７】図７は、再選択可能なアクセスポイントを決定するために再選択インジケータを
評価する例示的な方法の図である。
【図８】図８は、１以上のモバイルデバイスに対して再選択インジケータを提供すること
を容易にする例示的な方法の図である。
【図９】図９は、再選択インジケータをオーバーライドするかどうかを決定するために、
予測される干渉レベルオフセットを提供することを容易にする例示的な方法の図である。
【図１０】図１０は、再選択インジケータを受信することを容易にする例示的なモバイル
デバイスの図である。
【図１１】図１１は、再選択インジケータ及び／または干渉レベルオフセットを提供する
例示的なシステムの図である。
【図１２】図１２は、ここにおいて記載される様々なシステム及び方法と共に利用される
ことができる例示的なワイヤレスネットワーク環境の図である。
【図１３】図１３は、１以上のアクセスポイントを再選択するかどうかを決定することに
おいて再選択インジケータを利用する例示的なシステムの図である。
【図１４】図１４は、現在のアクセスポイントと通信することを継続するかどうかを決定
するために再選択インジケータを利用する例示的なシステムの図である。
【図１５】図１５は、１以上のモバイルデバイスに対して再選択インジケータを提供する
例示的なシステムの図である。
【図１６】図１６は、１以上のモバイルデバイスに対して干渉レベルオフセットを提供す
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る例示的なシステムの図である。
【詳細な説明】
【００３１】
　様々な態様が、図面を参照して説明されている。次の説明では、説明の目的のために、
多くの具体的な詳細が、1つまたは複数の態様の完全な理解を提供するために記載されて
いる。しかしながら、そのような態様(単数または複数)はこれらの特定の詳述なしに、実
行されることができるということは、明白である。
【００３２】
　本願で使用されているように、用語「コンポーネント(component)」、「モジュール(mo
dule)」、「システム(system)」及び同様なものは、例えば、ハードウェア、ファームウ
ェア、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせ、ソフトウェア、あるいは実行中のソフ
トウェア、のようなコンピュータ関連のエンティティを含むように意図されている。例え
ば、コンポーネントは、限定されてはいないが、プロセッサ上で実行しているプロセス、
プロセッサ、オブジェクト(object)、実行ファイル(executable)、実行スレッド(thread 
of execution)、プログラム、及び/またはコンピュータ、であってもよい。例として、通
信デバイス上で実行中のアプリケーションとコンピューティングデバイスの両方はコンポ
ーネントであることができる。１つまたは複数のコンポーネントは、プロセス及び/また
は実行スレッド内に常駐(reside)することができ、また、コンポーネントは、1つのコン
ピュータ上に局在化されてもよいし、及び/または２以上のコンピュータの間で分散され(
distributed)てもよい。さらに、これらのコンポーネントは、記憶された様々なデータ構
造を有している様々なコンピュータ可読媒体から実行することが出来る。コンポーネント
は、ローカルな、および/または、遠隔のプロセスで通信することができ、例えば、ロー
カルシステムにおいて、分散システムにおいて、及び/または、信号の方法で他のシステ
ムを用いたインターネットのようなネットワークにわたって、別のコンポーネントと相互
作用している1つのコンポーネントからのデータのような、1つまたは複数のデータパケッ
トを有する信号にしたがっている。
【００３３】
　さらに、様々な態様は、端末に関連してここにおいて説明されており、そしてそれは、
ワイヤード端末、あるいはワイヤレス端末であることができる。端末はまた、システム、
デバイス、加入者ユニット、加入者局、モバイル局、モバイル、モバイルデバイス、遠隔
局、遠隔端末、アクセス端末、ユーザ端末、端末、通信デバイス、ユーザエージェント、
ユーザデバイス、あるいはユーザ機器(ＵＥ)と呼ばれることができる。ワイヤレス端末は
、セルラ電話、衛星電話(satellite phone)、コードレス電話、セッション設定プロトコ
ル(Session Initiation Protocol)(ＳＩＰ)電話、ワイヤレスローカルループ(wireless l
ocal loop)(ＷＬＬ)局、携帯情報端末(personal digital assistant)(ＰＤＡ)、ワイヤレ
ス接続機能を有しているハンドヘルドデバイス、コンピューティングデバイス、あるいは
ワイヤレスモデムに接続された他のプロセッシングデバイス、であってもよい。さらに、
様々な態様は、基地局と関連してここにおいて説明されている。基地局は、ワイヤレス端
末(単数または複数)と通信するために使用されることができ、また、アクセスポイント、
ノードB、あるいはいくつかの他の用語で呼ばれてもよい。
【００３４】
　さらに、用語「あるいは(or)」は、排他的な「あるいは(or)」よりもむしろ包括的な「
あるいは(or)」を意味するように意図されている。すなわち、指定されていないかぎり、
あるいは、文脈から明瞭でないかぎり、フレーズ「ＸはＡあるいはＢを利用する(X emplo
ys A or B)」は、自然な包括置換のうちのいずれかを意味するように意図されている。す
なわちフレーズ「ＸはＡまたはＢを使用する(X employs A or B)」は、次の例である「Ｘ
はＡを使用する」、「ＸはＢを使用する」、あるいは、「ＸはＡとＢの両方を使用する」
のうちのいずれかによって満たされる。さらに、本願及び添付された特許請求項の範囲に
おいて使用されている、冠詞「ａ」及び「ａｎ」は、指定されていないかぎり、あるいは
，単数形に指図されるように文脈から明らかでないかぎり、「１つまたは複数(one or mo
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re)」を意味するように一般に解釈されるべきである。
【００３５】
　ここにおいて記載された技術は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ及びＳＣ
－ＦＤＭＡ、のような様々なワイヤレス通信システムに使用されることができる。用語「
システム（system）」及び「ネットワーク（network）」はしばしば互換性をもって使用
される。ＣＤＭＡシステムは、ユニバーサル地上ブロードキャストアクセス（ＵＴＲＡ）
、ｃｄｍａ２０００などの無線技術をインプリメントすることができる。ＵＴＲＡは、広
帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）及びＣＤＭＡの他の変形を含む。さらに、ｃｄｍａ２００
０は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５、及びＩＳ－８５６標準を含む。ＴＤＭＡシステムは
、モバイル通信のためのグローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））のような無線技術を
インプリメントすることができる。ＯＦＤＭＡシステムは、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲ
Ａ）、ウルトラモバイルブロードバンド（Ultra Mobile Broadband）（ＵＭＢ）、ＩＥＥ
Ｅ８０２．２０（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２
．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）などのような無線技術をインプリメントする
ことができる。ＵＴＲＡとＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイルテレ通信システム（Ｕ
ＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴ
ＲＡを使用するＵＭＴＳのリリースであり、そしてそれは、ダウンリンク上でＯＦＤＭＡ
を、アップリンク上でＳＣ－ＦＤＭＡを、利用する。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＬＴＥ及
びＧＳＭは、「第３世代共同プロジェクト（3rd Generation Partnership Project）」（
３ＧＰＰ）と称する組織の文書の中で説明されている。さらに、ｃｄｍａ２０００及びＵ
ＭＢは、「第３世代共同プロジェクト２(3rd Generation Partnership Project 2)」(３
ＧＰＰ２)と称された組織の文書の中で説明されている。さらに、そのようなワイヤレス
通信システムは、ペアでないライセンスされていないスペクトラム(unpaired unlicensed
 spectrums)、８０２．ｘｘ無線ＬＡＮ、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）、及びいずれ
の他の短距離のあるいは長距離の無線通信技術をしばしば使用している、ピア・ツー・ピ
ア（例、モバイル・ツー・モバイル）アドホックネットワークシステムを追加的に含むこ
とができる。
【００３６】
　様々な態様あるいは特徴は、多数のデバイス、コンポーネント、モジュール、及び同様
なものを含むことができるシステムの観点から提示される。様々なシステムは、更なるデ
バイス、コンポーネント、モジュール、等を含んでもよく、及び/または、図に関連して
説明されたデバイス、コンポーネント、モジュール等のすべてを含まなくてもよい、とい
うことは理解され、認識されるべきである。これらのアプローチの組み合わせもまた使用
されることができる。
【００３７】
　図１を参照すると、ここにおいて提示される様々な実施形態に従って、ワイヤレス通信
システム１００が図示されている。システム１００は、マルチプルのアンテナグループを
含むことができる基地局１０２を備える。例えば、１つのアンテナグループはアンテナ１
０４とアンテナ１０６を含むことができ、別のグループは、アンテナ１０８とアンテナ１
１０を備えることができ、追加グループはアンテナ１１２とアンテナ１１４を含むことが
できる。２つのアンテナが各アンテナグループについて説明されているが、より多くのま
たはより少数のアンテナは各グループについて利用されることができる。基地局１０２は
、送信機チェインと受信機チェインを含むことができ、それらのそれぞれは、当業者によ
って理解されるように、信号送信及び受信と関連付けられた複数のコンポーネント（例、
プロセッサ、変調器、マルチプレクサ、復調器、デマルチプレクサ、アンテナなど）を代
わりに備えることができる。
【００３８】
　基地局１０２は、モバイルデバイス１１６とモバイルデバイス１２２のような１以上の
モバイルデバイスと通信することができるが、基地局１０２は、モバイルデバイス１１６
と１２２と同様な実質的にはいずれの数のモバイルデバイスと通信することができるとい
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うことは、理解されるべきである。モバイルデバイス１１６とモバイルデバイス１２２は
、例えば、セルラ電話、スマートフォン、ラップトップ、ハンドヘルド通信デバイス、ハ
ンドヘルドコンピューティングデバイス、衛星ラジオ、グローバルポジショニングシステ
ム、ＰＤＡ、及び／または、ワイヤレス通信システム１００上で通信するためのいずれの
他の適切なデバイス、であることができる。図示されているように、モバイルデバイス１
１６は、アンテナ１１２とアンテナ１１４と通信しており、アンテナ１１２とアンテナ１
１４は、順方向リンク１１８上でモバイルデバイス１１６に対して情報を送信し、逆方向
リンク１２０上でモバイルデバイス１１６から情報を受信する。さらに、モバイルデバイ
ス１２２は、アンテナ１０４とアンテナ１０６と通信しており、アンテナ１０４とアンテ
ナ１０６は、順方向リンク１２４上でモバイルデバイス１２２に対して情報を送信し、逆
方向リンク１２６上でモバイルデバイス１２２から情報を受信する。周波数分割デュプレ
クス（ＦＤＤ）システムでは、例えば、順方向リンク１１８は、逆方向リンク１２０によ
って使用されるものとは異なる周波数帯を利用することができ、順方向リンク１２４は、
逆方向リンク１２６によって利用されるものとは異なる周波数帯を利用することができる
。さらに、時分割デュプレクス（ＴＤＤ）システムでは、順方向リンク１１８と逆方向リ
ンク１２０は、共通の周波数帯を利用することができ、順方向リンク１２４と逆方向リン
ク１２６は、共通の周波数帯を利用することができる。
【００３９】
　各グループのアンテナ、及び／または、それらが通信するように設計されるエリアは、
基地局１０２のセクタと呼ばれることができる。例えば、アンテナグループは、基地局１
０２によってカバーされるエリアのセクタにおいてモバイルデバイスに対して通信するよ
うに設計されることができる。順方向リンク１１８および１２４上の通信において、基地
局１０２の送信アンテナは、モバイルデバイス１１６とモバイルデバイス１２２のための
順方向リンク１１８と順方向リンク１２４の信号対雑音比を改善するためにビームフォー
ミングを利用することができる。さらに、基地局１０２が、関連付けられるサービスエリ
アを通じてランダムに散在したモバイルデバイス１１６および１２２に対して送信するた
めにビームフォーミングを利用するが、近隣セルにおけるモバイルデバイスは、すべての
そのモバイルデバイスに対して単一のアンテナを通じて送信する基地局と比べて、より少
ない干渉を受ける可能性がある。さらに、モバイルデバイス１１６とモバイルデバイス１
２２は、ピア・ツー・ピアまたはアドホック技術を使用して、互いに直接的に通信するこ
とができる（図示されず）。
【００４０】
　一例によれば、システム１００は、マルチプルインプット・マルチプルアウトプット（
ＭＩＭＯ）通信システムであることができる。さらに、システム１００は、ＦＤＤ、ＦＤ
Ｍ、ＴＤＤ、ＴＤＭ、ＣＤＭおよび同様もの、のような通信チャネル（例えば順方向リン
ク、逆方向リンク、…）を分割する、実質的に任意のタイプのデュプレキシング技術を利
用することができる。さらに、通信チャネルは、チャネル上でマルチプルデバイスとの同
時通信を可能にするために直交されることができるが、一例では、この点で、ＯＦＤＭが
利用されることができる。したがって、チャネルは、時間期間にわたって周波数の部分に
分割されることができる。さらに、フレームは、時間期間の集まりにわたって周波数の部
分として定義されることができ、したがって、例えば、フレームは多数のＯＦＤＭシンボ
ルを備えることができる。基地局１０２は、チャネルにわたって、モバイルデバイス１１
６とモバイルデバイス１２２に対して通信することができ、そしてそれは、様々なタイプ
のデータのクリエイト(create)であることができる。例えば、チャネルは、様々なタイプ
の一般的な通信データ、制御データ(例、他のチャネル用の品質情報、チャネルにわたっ
て受信されるデータのための肯定応答インジケータ、干渉情報、参照信号、など)、及び/
または同様なものを通信するために生成されることができる。
【００４１】
　一例では、基地局１０２は、マクロセル基地局、フェムトセルアクセスポイント、ピコ
セルアクセスポイント、リレーノード、及び／または、同様なものであることができる。
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さらに、より小規模のアクセスポイント(smaller scale access point)１２８が提供され
ており、そしてそれは、フェムトセルアクセスポイント、ピコセルアクセスポイント、リ
レーノード、及び／または、同様なものであることができる。一例では、より小規模のア
クセスポイント１２８は、基地局１０２のものと同様な技術を使用して、モバイルデバイ
スと通信することができる。例えば、より小規模のアクセスポイント１２８もまた、無線
通信(radio communication)上でチャネルを定義することができ、逆方向リンク上で通信
を受信しながら順方向リンク上でモバイルデバイスと通信することができる。一例では、
モバイルデバイス１１６及び／またはモバイルデバイス１２２は、基地局の周りを移動す
ることができ、範囲内にあるときには、より小規模のアクセスポイント１２８に対して再
選択することができる。モバイルデバイス１１６及び／または１２２は、現在のアクセス
ポイントよりもさらに望ましい通信のレベルを１以上の周囲アクセスポイントが提供する
ことができるときを決定するために周囲アクセスポイントを測定することによってアクセ
スポイントを再選択することができる（例、信号強度、提供されるサービス、などに基づ
いている）。測定した後で、モバイルデバイス１１６及び／または１２２は、最も望まし
いアクセスポイントを決定するためにアクセスポイントをランク付けすることができ、ア
クセスポイントが現在アクセスポイント以外である場合には、モバイルデバイス１１６及
び／または１２２は、アクセスポイントに対して再選択を試みることができる。しかしな
がら、一例では、より小規模のアクセスポイント１２８は、制約される関連付けをインプ
リメントすることができるので、いくつかのモバイルデバイスは、より小規模のアクセス
ポイント１２８に接続することができない。このような場合には、モバイルデバイス１１
６及び／または１２２は、現在のアクセスポイントと異なる場合には、次にベストなアク
セスポイントに対して接続することを試みることができ、この例では、モバイルデバイス
１１６及び／または１２２は、より小規模のアクセスポイント１２８が決定されるベスト
アクセスポイントであるにも関らず、それに接続することができない場合、それらは、基
地局１０２と通信することを継続する。
【００４２】
　しかしながら、次にベストなアクセスポイントと通信することは、いくつかの場合にお
いては、次にベストなアクセスポイントが同じ周波数スペースで動作するときに、特にモ
バイルデバイスがベストなアクセスポイントの近接性にある場合、ベストなアクセスポイ
ントに対して実質的な干渉を引き起こす可能性がある。この点において、モバイルデバイ
ス１１６及び／または１２２は、基地局１０２及び／または１以上の異なるアクセスポイ
ント（図示されず）に対してイントラ周波数再選択をモバイルデバイス１１６及び／また
は１２２が実行することができるかどうか（または、その事柄について通信することを継
続すること）を特定するより小規模のアクセスポイント１２８に関連している再選択イン
ジケータを受信することができる。ここにおいて記載されているように、このことは、同
じまたは同様な周波数のスペースにおいて基地局１０２または異なるアクセスポイントと
通信することによって引き起こされるモバイルデバイス１１６及び／または１２２からの
潜在的な干渉をより小規模のアクセスポイント１２８が緩和することを可能にすることが
できる。
【００４３】
　モバイルデバイス１１６及び／または１２２は、より小規模のアクセスポイント１２８
が次にベストなアクセスポイントであり、基地局１０２がベストなアクセスポイントであ
る場合には、インジケータを追加的にベリファイすることができる、ということは理解さ
れるべきである。これは、より小規模のアクセスポイント１２８との通信と比較してその
ような通信が高いパワーを有することができるとき、基地局１０２はマクロセル基地局で
あるケースであることができる。インジケータは、各モバイルデバイス１１６及び／また
は１２２に対して、一般的及び／または特有であることができる。さらに、インジケータ
は、モバイルデバイス１１６／１２２によって推察される、より小規模のアクセスポイン
ト（例、再選択の測定の間）、基地局１０２、異なるアクセスポイント、コアワイヤレス
ネットワーク、及び／または、同様なもの、によって提供されることができる。例えば、
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モバイルデバイス１１６及び／または１２２が再選択を望み、インジケータが再選択を禁
止するように設定される場合には、モバイルデバイス１１６及び／または１２２は、修正
のためにより小規模のアクセスポイント１２８に関連しているインジケータを継続的にチ
ェックするためにタイマを設定することができる。
【００４４】
　いったんインジケータが再選択を許可するように設定されると、モバイルデバイス１１
６及び/または１２２は、ワイヤレスネットワークに対するアクセスを受信するために、
１以上の周囲アクセスポイントを選択する（例、再選択する、キャンプオンする、等）こ
とができる（および/または、この例においては、基地局１０２のような１以上の周囲ア
クセスポイントと通信することを継続する）。その間に、例えば、モバイルデバイス１１
６及び/または１２２は、異なる周波数または異なる技術においてアクセスポイントを再
選択することができ、また、イントラ周波数再選択を許可するように設定されるインジケ
ータを決定すると、接続が許可される、最も高くランク付けされる周囲のアクセスポイン
トに対して再選択することができる。別の例では、モバイルデバイス１１６及び／または
１２２は、モバイルデバイス１１６及び／または１２２によって引き起こされる予測され
る干渉または実際の干渉がしきい値レベル未満である場合、インジケータを無視すること
ができる。この例では、モバイルデバイス１１６及び／または１２２は、周囲のアクセス
ポイントの１以上と通信するために、干渉の予測されるレベルまたは実際のレベルを決定
することができる。しきい値レベルがモバイルデバイスについて設定されることができ、
また予測されるレベルまたは実際のレベルがしきい値未満である場合には、モバイルデバ
イス１１６及び／または１２２は、別のアクセスポイントに対して再選択する、及び／ま
たは、アクセスポイントと通信することを継続する、ことができる。
【００４５】
　一例では、予測されるレベルがアクセスポイント特有であることができるということは
理解されるべきである。モバイルデバイス１１６及び／または１２２は上記によるとイン
トラ周波数再選択を実行することを禁止されるが、それは、周波数の外で動作するアクセ
スポイントをいくつかのケースにおいていまだに再選択することができる、なぜならば、
それらのアクセスポイントは、より小規模のアクセスポイント１２８に対して実質的な干
渉を引き起こさない可能性があるからである。同様な機能は、１以上の周囲アクセスポイ
ント（例えばより小規模のアクセスポイント１２８または他のもの）とのモバイルデバイ
ス１１６及び／または１２２の通信を基地局１０２が制御するためにインプリメントされ
ることができるということは理解されるべきである。
【００４６】
　図２を参照すると、多数のモバイルデバイスをサポートするように構成されたワイヤレ
ス通信システム２００が図示されている。システム２００は、例えばマクロセル２０２Ａ
－２０２Ｇのようなマルチプルセルのための通信を提供しており、各セルは、対応するア
クセスポイント２０４Ａ－２０４Ｇによってサービス提供されている。上述されているよ
うに、例えば、マクロセル２０４Ａ－２０４Ｇに関連しているアクセスポイント２０４Ａ
－２０４Ｇは基地局であることができる。モバイルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉは、ワイ
ヤレス通信システム２００の全体にわたって様々なロケーションで分散して示されている
。各モバイルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉは、図示されているように、順方向リンク及び
／または逆方向リンク上で１以上のアクセスポイント２０４Ａ－２０４Ｇと通信すること
ができる。さらに、アクセスポイント２０８Ａ－２０８Ｃが示されている。これらは、よ
り小規模のアクセスポイント、例えばフェムトセルアクセスポイント、ピコセルアクセス
ポイント、リレーノード、モバイル基地局、及び／または同様なもの、であることができ
、記載されているように、特定のサービスロケーションに関連するサービスを提供する。
モバイルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉは、提供されるサービスを受信するために、これら
のより小規模のアクセスポイント２０８Ａ－２０８Ｃと、追加的に、または、代替的に、
通信することができる。ワイヤレス通信システム２００は、一例では、大きな地理的領域
にわたってサービスを提供することができる（例、マクロセル２０２Ａ－２０２Ｇは、近
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隣の数ブロックをカバーすることができ、より小規模のアクセスポイント２０８Ａ－２０
８Ｃは、記載されているように、住居、職場、及び／または同様なもののようなエリアに
おいて存在することができる）。例えば、モバイルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉは、無線
で、及び／または、バックホール接続上で、アクセスポイント２０４Ａ－２０４Ｇ及び／
または２０８Ａ－２０８Ｃとの接続を確立することができる。
【００４７】
　追加的に、示されているように、モバイルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉは、システム２
００全体で移動することができ、それが異なるマクロセル２０２Ａ－２０２Ｇまたはフェ
ムトセルサービスエリアを通じて移動するとき、様々なアクセスポイント２０４Ａ－２０
４Ｇ及び／または２０８Ａ－２０８Ｃに関連するセルを再選択することができる。再選択
は、周囲のアクセスポイント（または関連セル）を測定すること、その測定に基づいてア
クセスポイントをランキングづけすること、そして、現在のアクセスポイントから最も高
くランキングづけされるアクセスポイントへのハンドオーバ通信を試みること、を含むこ
とができる。さらに、モバイルデバイスがアイドルモードまたはアクティブモードにあり
ながら、再選択は生じることができる。したがって、例えば、再選択のために周囲のアク
セスポイントを継続的に測定しながら（例えば、タイマに基づいている）、モバイルデバ
イス２０６Ｄはアクセスポイント２０４Ｃと現在通信することができる。測定している間
、アクセスポイント２０４Ｄ及び／または２０８Ｃは、モバイルデバイス２０６Ｄが異な
るアクセスポイントにより近くに移動するとき、アクセスポイント２０４Ｃよりも高くラ
ンク付けされることができる。これが生じるとき、モバイルデバイス２０６Ｄは、最も高
くランク付けされるアクセスポイントに対して再選択することができる。
【００４８】
　しかしながら、ある場合には、モバイルデバイス２０６Ｄが、最も高くランク付けされ
るアクセスポイントに対して接続することができないかもしれない。一例では、アクセス
ポイント２０８Ｃは、制約される関連付けアクセスポイントであることができるので、あ
るモバイルデバイスだけが接続することができる。この点では、アクセスポイント２０８
Ｃは、クローズド加入者グループ(closed subscriber group)（ＣＳＧ）識別子を提供す
ることができる。一例では、モバイルデバイスは、アクセスすることができる及び／また
はアクセスすることができない、ＣＳＧのリストを保存することができる。例えばアクセ
スポイント２０８Ｃが制約される関連付けをインプリメントし、そして、モバイルデバイ
ス２０６Ｄが、それがアクセスポイント２０８Ｃにアクセスすることが許可されないとい
うことを決定する場合には、モバイルデバイス２０６Ｄは、次に高くランク付けされた選
択可能なアクセスポイントに対して再選択することができる（例、あるいは、それが次に
高くランク付けされる場合には、アクセスポイント２０４Ｃと通信することを継続する）
。一例では、モバイルデバイス２０６Ｄは、現在のアクセスポイント２０４Ｃと同様なま
たは同じ周波数で動作するアクセスポイントのみを測定する、または、周波数外を測定す
る前にそのようなアクセスポイントを少なくとも測定する、ことができる。
【００４９】
　一例によると、モバイルデバイス２０６Ｄは、アクセスポイント２０８Ｃに関連するイ
ントラ周波数再選択インジケータを受信することができる。記載されているように、イン
ジケータは、モバイルデバイス２０６Ｄがアクセスポイント２０８Ｃに対する実質的な干
渉を緩和するためにイントラ周波数アクセスポイントと通信することができるかどうかを
、特定することができる。モバイルデバイス２０６Ｄは、アクセスポイント２０８Ｃ（例
、測定の間に）から、アクセスポイント２０４Ｄから、インジケータを受信することがで
き、それはセル２０２Ｄにおける複数アクセスポイントのための複数インジケータを特定
する；または、それはモバイルデバイス２０６Ｄによって推測されることができる、及び
/または、同様なものであることができる。(The mobile device 206D can receive the i
ndicator from the access point 208C (e.g., during measurement), from access poin
t 204D, which specifies indicators for access points in the cell 202D, or it can
 be inferred from by the mobile device 206D, and/or the like.)インジケータは１以
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上の周囲アクセスポイントに対するイントラ周波数再選択または通信を許可しないように
設定され、モバイルデバイス２０６Ｄがアクセスポイント２０８Ｃ（例、制約される関連
付けによる）に接続することが許可されない場合には、モバイルデバイス２０６Ｄは、そ
れに対して再選択を試みるために、周波数の外でアクセスポイントを測定することができ
る（図示されず）。記載されているように、モバイルデバイス２０６Ｄは、インジケータ
を受信し周波数の外でそれに応じて再選択するように、再選択を試みる必要はなく、むし
ろ、モバイルデバイス２０６Ｄは、アクセスポイント２０８Ｃに対する干渉を引き起こす
アクセスポイントと通信していることができる。イントラ周波数再選択が許可されるとい
うことをインジケータが特定することもまた可能であり、その場合には、モバイルデバイ
ス２０６Ｄは、それが可能である最も高くランク付けされたアクセスポイントに対して再
選択すること、または、最も高くランク付けされた選択可能なアクセスポイントであるア
クセスポイント２０４Ｃと通信することを継続すること、ができる。
【００５０】
　一例では、モバイルデバイス２０６Ｄは、タイマにしたがって、インジケータ、あるい
はアクセスポイント２０８Ｃの他のパラメータを再チェックすることができる。例えば、
インジケータは、許可されない(not allowed)、から、許可される(allowed)、へと変更す
る場合には、モバイルデバイス２０６Ｄは、イントラ周波数アクセスポイントに対して再
選択することができる。さらに、モバイルデバイス２０６Ｄは、イントラ周波数アクセス
ポイントと通信することによって引き起こされる予測される干渉の量または実際の干渉の
量を決定することに基づいて、インジケータをオーバーライドすることができる。例えば
、モバイルデバイス２０６Ｄは、基盤ネットワークからシグナリングされることができる
１以上のオフセットパラメータに基づいて干渉の量を予測することができ、オフセットパ
ラメータは、セル２０２Ｄにおけるすべてのアクセスポイントについてのアクセスポイン
ト２０４Ｄによって、及び／または、同様なものによって、特定される。例えば、これは
、例えばアクセスポイント２０８Ｃによるインジケータの乱用あるいは機能不良から、モ
バイルデバイス２０６Ｄを守ることができる。
【００５１】
　別の例では、モバイルデバイス２０６Ｄはまた、測定するアクセスポイントの数を決定
すること、インジケータに基づいて接続を試みること、再選択のために周波数の外からま
たは異なる技術へ（例、３ＧＰＰからＧＳＭ）と移る前にインジケータをオーバーライド
すること、ができる。さらに、上述されているように、モバイルデバイス２０６Ｄは、マ
クロセルアクセスポイント２０４Ｄから、セル２０２Ｄにおけるアクセスポイント２０８
Ｃ及び他のアクセスポイントについてのインジケータを受信することができる。インジケ
ータをサービス提供するアクセスポイントは、マクロセルである必要がないということは
認識されるべきである。インジケータは、セル２０２Ｄにおいて、実質的にはすべてのア
クセスポイントに対して包括的(generic)であることができる。したがって、モバイルデ
バイス２０６Ｄはアクセスポイント２０８Ｃからインジケータを受信する場合には、それ
はその時に(at that point in time)イントラ周波数再選択を実行することができないと
いうことを想定することができ、そしてそれは、モバイルデバイス２０６Ｄ上のパワーを
節約する、というのは、それぞれのインジケータについての他のアクセスポイントをクエ
リする必要がないためである。しかしながら、別の例では、モバイルデバイス２０６Ｄは
、他のアクセスポイントからインジケータを読み取ることができ、そして、衝突するイン
ジケータ(conflicting indicators)が受信される場合（例えば、モバイルデバイス２０６
Ｄにおいて符号化されるとき、基盤ネットワークから受信されるとき、及び/または、同
様のことであるとき）、決定(resolution)は、モバイルデバイス２０６Ｄによって実行さ
れることができる。
【００５２】
　図３に戻ると、ワイヤレス通信環境内の利用のための例示的な通信装置３００が図示さ
れている。通信装置３００はアクセスポイントまたはその一部であることができ、あるい
は、ワイヤレスネットワーク上で通信する及び／またはワイヤレスネットワークに対する
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アクセスを受信する、実質的にはいずれの通信デバイス、であることができる。通信装置
３００は、再選択のための周囲のアクセスポイントを評価するアクセスポイント測定コン
ポーネント３０２と、アクセスポイントに関連している再選択インジケータを得る再選択
インジケータ受信コンポーネント３０４と、および周囲のアクセスポイントと通信するこ
とにより引き起こされた干渉レベルを計算する干渉予測コンポーネント３０６と、を含む
ことができる。
【００５３】
　一例によると、通信装置３００は、ワイヤレスネットワークにおいて１以上のアクセス
ポイントと通信することができる（図示されず）。通信装置３００は、アイドルモードま
たはアクティブモードにおいて通信することができ、それがワイヤレスネットワークサー
ビスエリアの全体を移動するときにアクセスポイントを再選択することができる。例えば
、アクセスポイント測定コンポーネント３０２は、その１つまたは複数の態様を決定する
ために周囲のアクセスポイントを継続的に評価することができる。一例において、アクセ
スポイント測定コンポーネント３０２は、アクセスポイントの信号強度、干渉レベル、提
供されるサービス、及び／または、同様なもの、を決定することができ、そして、１以上
の測定値に基づいて、アクセスポイントをランク付けることができる。再選択プロセスで
は、例えば、通信装置３００は、現在のアクセスポイントとは異なる、最も高くランク付
けされたアクセスポイントに対する再選択をイニシエートすることができる。
【００５４】
　さらに、いくつかのアクセスポイントは、１以上のデバイスがアクセスポイントに接続
することができないような、制約される関連付けアクセスポイントであることができる。
アクセスポイント測定コンポーネント３０２は、測定するとき、周囲のアクセスポイント
についてのＣＳＧ情報を獲得することができ、ＣＳＧ情報が禁止されたアクセスポイント
または許可されたアクセスポイントのリストにあるかどうかを決定することができる。ア
クセスポイント測定コンポーネント３０２がアクセスポイントへの接続が禁止されるとい
うことを決定する場合には、それは、再選択のためにより低くランク付けされるアクセス
ポイントを考慮することができる。さらに、再選択インジケータ受信コンポーネント３０
４は、１以上の周囲アクセスポイントに関連している再選択インジケータを得ることがで
きる。インジケータは、アクセスポイント、別の周囲アクセスポイント、コアワイヤレス
ネットワークコンポーネント、モバイルデバイス、及び／または同様なもの、から受信さ
れることができる。さらに、再選択インジケータ受信コンポーネント３０４は、インジケ
ータについてのリクエストに基づいてインジケータを受信することでき、そしてそれは、
アクセスポイント測定の間に、再選択の試みの間に、及び/または同様なときに、タイマ
によって引き起こされることができる。
【００５５】
　記載されているように、インジケータは、通信装置３００が、同じまたは同様な周波数
スペースで１つまたは複数の異なるアクセスポイントに対して再選択することを許可され
るかどうかについて関連することができる。インジケータがそのような再選択を許可しな
い場合には、通信装置３００は、一例において、現在のアクセスポイントと通信すること
を継続することができ、再選択インジケータ受信コンポーネント３０４は、それがイント
ラ周波数再選択を許可するように修正されるかどうかを決定するインジケータを得ること
を継続することができる。インジケータが変わる場合、通信装置３００は、１以上のイン
トラ周波数アクセスポイントに対して再選択することができる。別の例においては、通信
装置３００は、アクセスポイントと通信するとき、最も高くランク付けされたものでない
制約される関連付けアクセスポイントに関連しているインジケータを得るために、再選択
インジケータ受信コンポーネント３０４を必要とすることができる。制約される関連付け
アクセスポイントインジケータのうちの１つまたは複数が、イントラ周波数再選択が許可
されないということを特定する場合には、通信装置３００は、記載されているように、異
なる周波数において、または、異なる技術を使用して、アクセスポイントを再選択するこ
とが必要とされることができる。
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【００５６】
　しかしながら、異なる周波数に関する強要される再選択は、1以上のさらなる照会(inqu
iries)に従うことができる。例えば、干渉予測コンポーネント３０６は、異なるアクセス
ポイントと通信する、通信装置３００によって引き起こされた干渉レベルを推定すること
ができる。一例において、干渉予測コンポーネント３０６は、オフセットに少なくとも部
分的基づいて干渉をコンピュートすることができ、そしてそれは、一例において基盤ネッ
トワークから受信されることができる。この点に関して、干渉予測コンポーネント３０６
は、例えば、制約される関連付けアクセスポイントと次に高くランク付けされるアクセス
ポイントについての参照信号受信パワー（ＲＳＲＰ）を測定することができる（例、また
は、アクセスポイント測定コンポーネント３０２からＲＳＲＰを受信する）。モバイルデ
バイス２０６Ｄは、制約される関連付けアクセスポイントインジケータを無視するかどう
かを決定するために、下記の式を使用することができる。
【００５７】
　　RSRP_csg　 <　 RSRP_neighborcell + Offset_neighborcell
ここにおいて、ＲＳＲＰ＿ｃｓｇは、制約される関連付けアクセスポイントのＲＳＲＰで
あり、ＲＳＲＰ＿ｎｅｉｇｈｂｏｒｃｅｌｌは、現在のアクセスポイントまたは再選択の
ために評価されているもののＲＳＲＰであり、Ｏｆｆｓｅｔ＿ｎｅｉｇｈｂｏｒｃｅｌｌ
は、上記で記載されるオフセットパラメータであり、そしてそれは、現在のアクセスポイ
ントまたは再選択のために評価されているものに関連することができる。上記の式が満た
されない場合には、例えば、通信装置３００は、評価されるアクセスポイントに対して再
選択すること、または、それらは制約される関連付けアクセスポイントと周波数の範囲を
共有するが現在のアクセスポイントと通信することを継続すること、が可能である。
【００５８】
　別の例によると、アクセスポイント測定コンポーネント３０２は、再選択のためにマル
チプルアクセスポイントを評価することができ、アクセスポイントのうちの少なくともい
くつかは、通信装置３００についてイントラ周波数再選択を許可しないインジケータを有
する制約される関連付けアクセスポイントである。しかしながら、この例では、干渉予測
コンポーネント３０６は、上記で記載される式を使用して、制約される関連付けアクセス
ポイントのうちの１つまたは複数をオーバーライドすることができる。干渉予測コンポー
ネント３０６は、アクセスポイント測定コンポーネント３０２が異なる周波数及び/また
は技術に関してアクセスポイントを測定する前に、例えば連続オーバーライドの数(a num
ber of consecutive overrides)について、制限を設定することができる。例えば、ベス
トにランク付けされたアクセスポイントは、通信装置３００によってアクセス不可能であ
る制約される関連付けアクセスポイントである場合、そのインジケータは許可されるに設
定されるまたはオーバーライドされることができ、アクセスポイント測定コンポーネント
３０２は、次にベストにランク付けされるアクセスポイントなどを、接続することができ
るアクセスポイントに到達するまで、評価することができる。アクセスポイント測定コン
ポーネント３０２がＮ－ベストアクセスポイントよりも高くランク付けされるアクセスポ
イントを評価し、そして、すべてのアクセスポイントが許可されたインジケータまたはオ
ーバーライドされるインジケータを有する制約される関連付けアクセスポイントである場
合には（記載されているように、再選択インジケータ受信コンポーネント３０４及び/ま
たは干渉予測コンポーネント３０６によって決定される）、アクセスポイント測定コンポ
ーネント３０２は、異なる周波数及び/または技術に関してアクセスポイントを評価する
ことを始めることができる。Ｎは、例えば、正の整数であることができる。さらに、与え
られた周波数における反復評価(iterative evaluations)は、追加的に、または、代替的
に、時間ベース、及び/または、同様なものであることができる。
【００５９】
　図４を参照すると、制約される関連アクセスポイントに対して引き起こされる干渉を緩
和するために、再選択インジケータを利用することを容易にするワイヤレス通信システム
４００が図示されている。ワイヤレスデバイス４０２は、モバイルデバイス（独立したパ
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ワーを備えたデバイスだけでなく、例えばモデムをも含む）、基地局、及び／または、そ
の一部、または、実質的にはいずれのワイヤレスデバイスであることができる。アクセス
ポイント４０４、及び／または、制約される関連アクセスポイント４０６は、基地局、フ
ェムトセルアクセスポイント、ピコセルアクセスポイント、リレーノード、及び／または
、同様なものであることができる。さらに、システム４００は、ＭＩＭＯシステムである
ことができる、および／または、１以上のワイヤレスネットワークシステム仕様（例、Ｅ
Ｖ－ＤＯ、３ＧＰＰ、３ＧＰＰ２、３ＧＰＰ ＬＴＥ、ＷｉＭＡＸ等）に合わせることが
でき、そして、ワイヤレスデバイス４０２とアクセスポイント４０４／４０６間で通信を
容易にするためにさらなるコンポーネントを備えることができる。
【００６０】
　ワイヤレスデバイス４０２は、複数の周囲のアクセスポイントをそれに関連するパラメ
ータを決定するために評価する、アクセスポイント測定コンポーネント３０２と、アクセ
スポイント（単数または複数）の範囲内デバイス(devices in-range)がイントラ周波数再
選択を実行することできるかどうかを特定する１以上のアクセスポイントに関連している
再選択インジケータを得ることができる再選択インジケータ受信コンポーネント３０４と
、１以上のアクセスポイントと通信することにおいてワイヤレスデバイス４０２によって
引き起こされる干渉レベルを推定することができる干渉予測コンポーネント３０６と、再
選択インジケータをリクエストすることに関連している１以上のタイマをイニシャライズ
しモニタすることができるタイマコンポーネント４０８と、そして、（例、アイドルモー
ドまたはアクティブモードにおける）異なるアクセスポイントへの通信をハンドオーバで
きるアクセスポイント再選択コンポーネント４１０と、を備えることができる。
【００６１】
　アクセスポイント４０４は、再選択インジケータをオーバーライドするためにオフセッ
トを特定することができる干渉オフセットコンポーネント４１２を備えることができ、そ
して、アクセスポイント４０４は、アクセスポイント４０４によって提供されるセクタに
おいて１以上のアクセスポイントに関連している再選択インジケータを特定する再選択イ
ンジケータコンポーネント４１４を備えることができる。制約される関連付けアクセスポ
イント４０６は、記載されているように、制約される関連付けアクセスポイント４０６が
制約される関連付けをインプリメントするかどうかを表示する制約される関連付けコンポ
ーネント４１６と、制約される関連付けアクセスポイント４０６についての再選択インジ
ケータを特定する再選択インジケータコンポーネント４１８と、を備えることができる。
一例において、再選択インジケータコンポーネント４１４および４１８は両方とも存在す
る必要はないといことは、理解されるべきである。
【００６２】
　一例によると、ワイヤレスデバイス４０２は、ワイヤレスネットワークに対するアクセ
スを受信するために、アクセスポイント４０４と通信することができる。アクセスポイン
ト測定コンポーネント３０２は、再選択のための周囲のアクセスポイントを、それに関連
する１以上のパラメータ、一例においては信号強度、を測定することによって、評価する
ことができる。アクセスポイント測定コンポーネント３０２は測定されるパラメータによ
ってアクセスポイントをランク付けすることができ、アクセスポイント再選択コンポーネ
ント４１０は、アクセスポイント４０４から最も高くランク付けされるアクセスポイント
へと通信をハンドオーバすることができる。しかしながら、記載されているように、最も
高くランク付けされるアクセスポイントは、制約される関連付け、例えば制約される関連
付けアクセスポイント４０６、をインプリメントすることができるので、ワイヤレスデバ
イス４０２は、制約される関連付けアクセスポイント４０６に対して接続することができ
ない。この例において、アクセスポイント測定コンポーネント３０２は制約される関連付
けアクセスポイント４０６を評価するように、それは、制約される関連付けコンポーネン
ト４１６から、制約される関連付けのインジケーション（例えば、グループ識別子、制約
コード、及び／または、同様なもの）を受信することができる。アクセスポイント再選択
コンポーネント４１０は、一例において、制約される関連付けインジケーションが許可さ
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れるアクセスポイントの保存されたリストにおいて存在するかどうかを決定することによ
って、アクセスポイントが接続されることができるかどうかを決定することができる。
【００６３】
　さらに、再選択インジケータ受信コンポーネント３０４は、再選択インジケータコンポ
ーネント４１４及び／または４１８から、制約される関連付けアクセスポイント４０６に
関連している再選択インジケータを得ることができる。例えば、再選択インジケータコン
ポーネント４１４は、アクセスポイント４０４によって提供されるセクタの１以上のアク
セスポイントに関連しているインジケータを提供することができる。この例では、アクセ
スポイント４０４は、マクロセルアクセスポイントであることができ、制約される関連付
けアクセスポイント４０６は、マクロセル内に配置されることができる。再選択インジケ
ータコンポーネント４１８は、制約される関連付けアクセスポイント４０６に特有の再選
択インジケータを提供することができる。再選択インジケータ受信コンポーネント３０４
は、再選択インジケータコンポーネントおよび／または再選択インジケータコンポーネン
ト４１８から、インジケータを受信することができる、ということが理解されるべきであ
る。両方から受信される場合、再選択インジケータ受信コンポーネント３０４は、ワイヤ
レスデバイス４０２においてハードコードされる(hardcorded)、基盤ワイヤレスネットワ
ークから受信される、アクセスポイント４０４および/または４０６のうちの１つまたは
複数から受信される情報、及び/または、同様なもの、に基づいて、可能性のある衝突を
解決することができる。いずれの場合においても、例えば、再選択インジケータコンポー
ネント４１４及び/または４１８は、基盤ワイヤレスネットワークからインジケータを受
信すること、異なるイントラ周波数アクセスポイントと通信しているモバイルデバイスか
ら受信される前の干渉に少なくとも部分的に基づいてインジケータを生成すること、及び
/または、同様なこと、が可能である。
【００６４】
　さらに、再選択インジケータ受信コンポーネント３０４は、再選択インジケータ受信コ
ンポーネント３０４（またはワイヤレスデバイス４０２の他のコンポーネント）からのリ
クエスト及び/または同様なものに基づいて、アクセスポイント測定コンポーネント３０
２による測定の間に、制約される関連付けアクセスポイント４０６に関連しているインジ
ケータを受信することができる。さらに、タイマコンポーネント４０８は、インジケータ
のそのようなリクエストを生成するために利用されることができる。例えば、アクセスポ
イント測定コンポーネント３０２によるディスカバリの際に、リクエストはインジケータ
について生成されることができる。再選択インジケータ受信コンポーネント３０４がイン
ジケータを（例えば、再選択インジケータコンポーネント４１４及び／または４１８から
）受信し、該インジケータは、イントラ周波数再選択を許可しないように設定される場合
には、タイマコンポーネント４０８は、インジケータのための後続のリクエストについて
タイマをイニシャライズすることができる。一例においては、インジケータがイントラ周
波数再選択は許可されないということを表示する場合には、アクセスポイント再選択コン
ポーネント４１０は、その周波数内で再選択することができない。したがって、アクセス
ポイント再選択コンポーネント４１０は、アイドルモードにあるとき、記載されているよ
うに、タイマの終了(expiry of the timer)を待機すること、及び／または、１以上の異
なる周波数において、または、１以上の異なる技術にわたって、再選択すること、が可能
である。アクセスポイント再選択コンポーネント４１０が異なる周波数におけるセルに対
して再選択する場合、タイマコンポーネント４０８はタイマを実行し続けることができる
ので、再選択インジケータ受信コンポーネント３０４は、インジケータを継続的にチェッ
クすることができる。この点において、インジケータがイントラ周波数再選択を許可する
ように切り替える場合には、アクセスポイント再選択コンポーネント４１０は、一例にお
いて、制約される関連付けアクセスポイント４０６の周波数において、最も高くランク付
けされるセルに対して再選択することができる。
【００６５】
　別の例では、アクセスポイント４０４が最も高くランク付けされたマクロセルアクセス
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ポイントである場合、再選択インジケータ受信コンポーネント３０４は、再選択ステータ
スにかかわらず、制約される関連付けアクセスポイント４０６に関連するインジケータを
リクエストすることができる。この点では、アクセスポイント４０４と通信するワイヤレ
スデバイス４０２は、制約される関連付けアクセスポイント４０６に対する実質的な干渉
を引き起こす可能性がある。したがって、一例においては、再選択インジケータ受信コン
ポーネント３０４は再選択インジケータコンポーネント４１８からインジケータを受信す
ることができ、そして、イントラ周波数再選択が許可されないということをインジケータ
が特定する場合には（例、アクセスポイント４０４は、制約される関連付けアクセスポイ
ント４０６と同じまたは同様な周波数にある）、アクセスポイント再選択コンポーネント
４１０は、再選択のために、他の周波数において、および／または、他の技術を使用して
、アクセスポイントを評価することができる。再選択インジケータ受信コンポーネント３
０４は、リクエスト、タイマ、または、別な方法、に基づいてインジケータを受信するこ
とができる。一例では、再選択インジケータコンポーネント４１８は、制約される関連付
けアクセスポイント４０６が実質的な干渉を経験すると、再選択インジケータを送信する
ことができる。
【００６６】
　別の例によると、記載されているように、干渉予測コンポーネント３０６は、上で提示
されるような例のうちの１以上において、再選択インジケータをオーバーライドすること
ができる。干渉予測コンポーネント３０６は、イントラ周波数アクセスポイントと通信す
るワイヤレスデバイス４０２の結果、制約される関連付けアクセスポイント４０６に対し
て引き起こされる干渉のレベルを推定することができる。一例では、干渉予測は、干渉オ
フセットコンポーネント４１２から受信されたオフセットに少なくとも一部分基づくこと
ができる。記載されているように、例えば、干渉予測コンポーネント３０６は、インジケ
ータがオーバーライドされることができるかどうかを決定するオフセットに加え、制約さ
れる関連付けアクセスポイントの参照信号パワーとイントラ周波数アクセスポイントの参
照信号パワーとを含んでいるアルゴリズムを利用することができる。したがって、例えば
、再選択インジケータ受信コンポーネント３０４がイントラ周波数再選択は許可されない
ということを特定する制約される関連付けアクセスポイント４０６に関連するインジケー
タを得ており、制約される関連付けアクセスポイント４０６の信号強度がオフセットを加
えたターゲットアクセスポイントの信号強度よりも小さい場合には、アクセスポイント再
選択コンポーネント４１０は、インジケータに関らず、ターゲットアクセスポイントを再
選択することができる。オフセットは他のアクセスポイント、基盤ワイヤレスネットワー
ク、及び／または、同様なものによって、追加的にまたは代替的に受信されることができ
るということは理解されるべきである。
【００６７】
　別の例では、アクセスポイント４０４はアクセスポイント測定コンポーネント３０２に
よって最も高くランク付けされるマクロセルアクセスポイントであり、記載されているよ
うに、再選択インジケータ受信コンポーネント３０４は、制約される関連付けアクセスポ
イント４０６に関連するインジケータをリクエストすることができる、なぜならば、高い
送信パワーは、制約される関連付けアクセスポイント４０６に対して干渉を引き起こすこ
とができるからである。さらに、干渉予測コンポーネント３０６は、負のオフセットが利
用されることができる同様な式にしたがってこのケースにおいてインジケータをオーバー
ライドすることができる。例えば、制約関連付けアクセスポイント４０６の参照信号パワ
ーが、負のオフセットを加えたアクセスポイント４０４（最も高くランク付けされたアク
セスポイントである）の参照信号パワーよりも小さい場合には、インジケータは無視され
ることができ、ワイヤレスデバイス４０２は、アクセスポイント４０４と通信することを
継続することができる。両方のケースにおけるオフセットは、干渉予測コンポーネント３
０６などによって知られる、干渉オフセットコンポーネント４１２から受信される静的ま
たは動的パラメータであることができる。それは、例えば、タイマコンポーネント４０８
によって保持される同じまたは異なるタイマにしたがって受信及び／またはリクエストさ
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れることができる。
【００６８】
　さらに、一例では、ワイヤレスデバイス４０２は、再選択のためにマルチプルアクセス
ポイントを評価することができる。インジケータが干渉予測コンポーネント３０６によっ
てオーバーライドされることができ、そしてアクセスポイント特有であるので、アクセス
ポイント測定コンポーネント３０２は、アクセスポイントを測定することを継続すること
ができるが、再選択インジケータ受信コンポーネント３０４は、それが１以上の測定され
るアクセスポイントについてのインジケータをオーバーライドすることができないという
ことを決定することができる。この点に関して、アクセスポイント再選択コンポーネント
４１０は、周波数及び／または技術を切り替えることができる前に、再選択を達成するこ
となく周波数において評価するためにアクセスポイントの数に関連しているパラメータを
受信することができる。例えば、下の表は、アクセスポイント再選択コンポーネント４１
０によって出くわした(encoutered)アクセスポイントセルのリストの例である。　
【表１】

【００６９】
この例では、セル１はアクセスポイント測定コンポーネント３０２によって評価されるこ
とができ、許可されないインジケータは、再選択インジケータ受信コンポーネント３０４
によって受信されることができる。アクセスポイント測定コンポーネント３０２は次に高
くランク付けされたセル、制約される関連付けインジケータが受信されることができるセ
ル２、そのあとで、別の制約される関連付けインジケータが受信されることができるセル
３を評価することを継続することができる。一例では、ワイヤレスデバイス４０２は、セ
ル１、２、または３に対してアクセスすることができ、ここでは、それは、維持されたリ
ストにおいて、関連ＣＳＧを有する。アクセスポイント測定コンポーネント３０２は、一
例において、マクロセルであるセル４を測定することができる。したがって、干渉予測コ
ンポーネント３０６がセル１からのインジケータがオーバーライドされることができると
いうことを決定する場合には、アクセスポイント再選択コンポーネント４１０は、セル４
を再選択することができる（それがワイヤレスデバイス４０２によって利用される現在の
セルではない場合）。しかしながら、別の例では、アクセスポイント再選択コンポーネン
ト４１０は、アクセスポイントの数Ｎを特定することができ、周波数を切り替える前に考
慮する。したがって、例えば、Ｎ＝３である場合には、いったんアクセスポイント測定コ
ンポーネント３０２が、セル３が制約される関連付けであると決定すると、それは、再選
択する他のアクセスポイントまたは関連セルを見つけるために１以上の異なる周波数また
は技術のタイプをスキャンすることができる。一例において、タイマは、セル１－３のそ
れぞれが再選択インジケーション及び／またはＣＳＧステータスが変わるかどうかを決定
するために、タイマコンポーネント４０８によってイニシャライズされることができる。
この点では、アクセスポイント測定コンポーネント３０２は、タイマの数をしきい値数Ｎ
と比較することができ、それが周波数を切り替えるべきかどうかを決定する。
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【００７０】
　図５－９を参照すると、制約される関連付けアクセスポイントのための干渉を最小限に
するために再選択インジケータを利用することに関する方法が図示されている。説明を簡
略するために、方法は一連のブロックとして示され、そして説明されているが、方法が動
作の順序によって制限されていないということは認識され、理解されるべきであり、いく
つかの動作は、１つまたは複数の態様にしたがって、ここにおいて図示され説明されたも
のと、異なる順序で及び/または同時に生じることができる。例えば、当業者は、方法は
、状態図におけるような、一連の相互関連付けられた状態あるいはイベントとして代替的
に表されることができるであろうということを理解し、認識するであろう。さらに、必ず
しもすべての図示される行為は、１以上の態様にしたがって方法をインプリメントするこ
とを必要とされなくてもよい。
【００７１】
　図５に戻ると、再選択の間に再選択インジケータを利用することを容易にする例示的な
方法５００が図示されている。５０２で、１以上のアクセスポイントは、再選択のために
ランク付けされることができる。例えば、参照信号強度、干渉レベル、距離などのような
、アクセスポイントに関連している１以上のパラメータが測定されることができる。５０
４で、アクセスポイントに関連している再選択インジケータは受信されることができる。
説明されているように、再選択インジケータは、イントラ周波数アクセスポイントへの再
選択が許可されるかどうか特定することができる。５０６で、再選択インジケータに少な
くとも一部分基づいて、ランク付けされるアクセスポイントに対して再選択するかどうか
決定されることができる。記載されているように、決定は、異なるアクセスポイントと通
信することに関連しているアクセスポイントに対する予測される干渉に少なくとも部分的
にさらに基づくことができる。
【００７２】
　図６を参照すると、アクセスポイントと通信するときに、再選択インジケータを評価す
ることを容易にする例示的な方法６００が示されている。６０２で、ワイヤレスネットワ
ークアクセスは、アクセスポイントと通信することにより受信されることができる。６０
４で、制約される関連付け（ＲＡ）アクセスポイントに関連している再選択インジケータ
が評価されることができる。再選択インジケータは、１以上のアクセスポイント、例えば
、記載されているように、ワイヤレスネットワークアクセスを提供するアクセスポイント
、制約される関連付けアクセスポイント、及び／または、同様なもの、から受信されるこ
とができる。さらに、一例では、再選択インジケータは、タイマに基づいて受信されるこ
とができる。６０６で、異なる周波数における異なるアクセスポイント、または、異なる
技術を使用する異なるアクセスポイントが分析されることができ、６０８で、再選択イン
ジケータに基づいて、異なるアクセスポイントのうちの１以上が再選択されることができ
る。したがって、例えば、制約される関連付けアクセスポイントは、実質的な干渉の影響
を受けないということを確実にするために他のアクセスポイントとの通信を制御すること
ができる。説明されているように、再選択することは、厳しすぎる再選択インジケータを
回避するために、予測される干渉にさらに基づくことができる。
【００７３】
　図７に戻ると、アクセスポイントを再選択し通信することにおいて、再選択インジケー
タを使用することを容易にする例示的な方法７００が図示されている。７０２で、１以上
のアクセスポイントは、再選択のためにランク付けされることができる。記載されている
ように、これは、それに関連する１つ以上のパラメータを測定すること、そしてそのパラ
メータに基づいてランク付けすることを含むことができる。７０４で、制約される関連付
けアクセスポイントに関連している再選択インジケータが受信されることができる。この
ことは、タイマにしたがって、リクエスト、及び／または、同様なものに基づいて、アク
セスポイント測定において受信されることができる。７０６で、イントラ周波数再選択を
許可するために再選択インジケータが設定されるかどうか決定されることができる。そう
である場合には、または、現在の通信が通信を継続する場合には、７０８で、最も高くラ
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ンク付けされる選択可能なアクセスポイントが再選択されることができる。そうでない場
合には、７１０で制約される関連付けアクセスポイントのＲＳＲＰと、７１２で次に高く
ランク付けされる選択可能なアクセスポイント（例、再選択モードにある場合）または現
在のアクセスポイント（例、マクロセル基地局に対して現在通信している場合）のＲＳＲ
Ｐと、が決定されることができる。
【００７４】
　７１４で、次に高くランク付けされるアクセスポイントまたは現在のアクセスポイント
と通信することによって制約される関連付けアクセスポイントに対して引き起こされる干
渉に関して、記載されているように、干渉予測オフセットが受信されることができる。現
在の通信の場合には、記載されているように、オフセットは負であることができる。７１
６で、制約される関連付けアクセスポイントのＲＳＲＰが、オフセットを加えた選択可能
な／現在のアクセスポイントのＲＳＲＰより小さいかどうかが決定される。そうである場
合には、再選択インジケータは無視され、そして、最も高くランク付けされた選択可能な
アクセスポイントは再選択されることができる、及び／または、記載されているように、
通信は７０８で継続することができる。そうでない場合には、７１８で、再選択なしに７
１６の式に対してアクセスポイントのしきい値の数がチェックされるかどうか決定される
ことができる。そうでない場合には、方法は、次に高くランク付けされた選択可能なアク
セスポイントのＲＳＲＰを決定することを７１２で続ける。そうである場合には、７２０
で、異なる周波数範囲及び／または技術で動作している１以上のアクセスポイントが再選
択されることができる。このことは、制約される関連付けアクセスポイントへの干渉を緩
和する。７２２で、再選択タイマはイニシャライズされることができ、終了は待機される
ことができ、その時点で、方法は、修正された場合において再選択インジケータを再チェ
ックするために７０４に継続することができる。
【００７５】
　図８を参照すると、１以上のモバイルデバイスに対し再選択インジケータを送信するこ
とを容易にする例示的な方法８００が図示されている。８０２で、ワイヤレスネットワー
クアクセスを提供するために、１以上のモバイルデバイスが通信されることができる。例
えば、モバイルデバイスがワイヤレスネットワークと接続し通信することを可能にするセ
クタが提供されることができる。８０４で、再選択インジケータは受信されることができ
る。一例では、インジケータは、基盤ワイヤレスネットワークから受信されること、以前
の干渉レベルに基づいて生成されること、及び／または、同様なものであること、ができ
る。８０６で、再選択インジケータは、ネットワークアクセスが供給される１以上のモバ
イルデバイスに対して送信されることができる。説明されているように、再選択インジケ
ータは、イントラ周波数の再選択が許可されるかどうか特定することができる。
【００７６】
　図９に戻ると、記載されているように、再選択インジケータをオーバーライドするため
にオフセットを生成する例示的な方法９００が示されている。９０２で、ワイヤレスネッ
トワークアクセスを提供するために、１以上のモバイルデバイスが通信されることができ
る。９０４で、再選択インジケータをオーバーライドするためにオフセットは生成される
ことができる。オフセットは、再選択インジケータ及び／または同様なものに関連してい
るアクセスポイントに基づいて、固定または動的であることができる。さらに、オフセッ
トは、例えば、１以上のモバイルデバイスがマクロセルである最も高くランク付けされた
アクセスポイントと通信している場合には、負であることができる。９０６で、オフセッ
トは、記載されているように、１以上のモバイルデバイスに対して送信されることができ
る。
【００７７】
　ここにおいて記載される１以上の態様にしたがって、推論(inference)は、再選択イン
ジケータまたは関連タイマを決定すること、再選択インジケータをオーバーライドするこ
と、通信から引き起こされる干渉を予測すること、その予測される干渉に関連しているオ
フセットを生成すること、及び／または、同様なもの、に関して行われることができる。
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ここにおいて使用されているように、用語「推論する(infer)」または「推論(inference)
」は、一般には、事象および／もしくはデータを介してキャプチャされた１セットの観測
からシステム、環境、および／またはユーザ、の状態について推理あるいは推論するプロ
セスを指す。推論は、特定の文脈または動作を識別するために利用されることができる、
または、例えば、状態に関する確率分布を生成することができる。推論は、確率的、すな
わち、データおよび事象の考慮事項に基づく、対象の状態に関する確率分布のコンピュー
テーションであることができる。推論は、事象及び／またはデータのセットからハイレベ
ルの事象を構成するために用いられる技法を指す場合もある。このような推論は、事象が
密接な時間的近接性において相互に関係してもしなくても、かつ事象ならびにデータが、
いくつかの事象およびデータソースから生じようと、結果として、１セットの観測された
事象および／または格納された事象データから、新しい事象または新しい動作の構築をも
たらす。
【００７８】
　図１０は、受信される再選択インジケータにしたがって、アクセスポイントの再選択を
容易にするモバイルデバイス１０００の図である。モバイルデバイス１０００は、例えば
受信アンテナ（図示されず）から１以上のキャリアにわたって１以上の信号を受信し、受
信信号に関して典型的な動作を実行し（例、フィルタにかけ、増幅し、ダウンコンバート
し等）、サンプルを得るために条件づけられる信号をデジタル化する受信機１００２を備
える。受信機１００２は、受信シンボルを復調することができ、それらを、チャネル推定
のために、プロセッサ１００６に対して供給することができる復調器１００４を備えるこ
とができる。プロセッサ１００６は、受信機１００２によって受信される情報を分析する
こと及び／または送信機１０１８による送信のために情報を生成することを専用とするプ
ロセッサ、モバイルデバイス１０００の１以上のコンポーネントを制御するプロセッサ、
及び／または、受信機１００２によって受信される情報を分析すること及び／または送信
機１０１８による送信のために情報を生成することと、モバイルデバイス１０００の１以
上のコンポーネントを制御することと、の両方を行うプロセッサ、であることができる。
【００７９】
　モバイルデバイス１０００は、プロセッサ１００６に操作的に結合される、また、送信
されるべきデータ、受信データ、利用可能チャネルに関連する情報、分析信号及び／また
は干渉強度に関連付けられるデータ、割り当てられるチャネル、パワー、レート、または
同様なものに関連する情報、及びチャネルを推定しチャネルを介して通信するためのいず
れの他の適切な情報、を保存することができる、メモリ１００８を追加的に備えることが
できる。メモリ１００８は、チャネルを推定すること及び／または利用することに関連付
けられるプロトコル及び／またはアルゴリズムを追加的に保存することができる（例、性
能ベース、キャパシティベース、など）。
【００８０】
　ここにおいて説明されるデータストア（例：メモリ１００８）は、揮発性メモリか不揮
発性メモリかのいずれかであることができ、あるいは揮発性メモリと不揮発性メモリの両
方を含むことができる、ということが理解されるであろう。例として、限定ではないが、
不揮発性メモリは、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）
、電気的プログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ
）、あるいはフラッシュメモリを含むことが出来る。揮発性メモリは、外部キャッシュメ
モリとして作用するランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）を含むことが出来る。例として、
限定ではないが、ＲＡＭは、シンクロナスＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、動的ＲＡＭ（ＤＲＡＭ）
、シンクロナスＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブルデータレートＳＤＲＡＭ（ＤＤＲＳＤＲ
ＡＭ）、拡張ＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、シンクリンクＤＲＡＭ（Synchlink DRAM）（
ＳＬＤＲＡＭ）、およびダイレクトラムバスＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ）、のような多くの形態
で利用可能である。主題のシステムおよび方法のメモリ１００８は、制限されることなく
、これらおよびいずれの他の適切なタイプのメモリを備えるように意図される。
【００８１】
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　受信機１００２及び／またはプロセッサ１００６は、記載されているように、制約され
る関連付けアクセスポイントに関連している再選択インジケータを得ることができるイン
ジケータ受信コンポーネント１０１０と、干渉予測オフセットを受信することができるオ
フセット受信コンポーネント１０１２と、にさらに操作的に結合されることができる。さ
らに、プロセッサ１００６は、周囲アクセスポイントを測定し、１以上の測定パラメータ
にしたがってアクセスポイントをランク付けし、そして高くランク付けされる選択可能な
アクセスポイントに対して再選択することによって、アクセスポイント再選択をイニシエ
ートする再選択コンポーネント１０１４に結合されることができる。例えば、再選択コン
ポーネント１０１４は周囲のアクセスポイントを測定することができ、インジケータ受信
コンポーネント１０１０は、周囲のアクセスポイントに関連している再選択インジケータ
を評価することができ、そしてそれは、例えば、与えられたセクタにおける実質的にすべ
てのアクセスポイントに関連しているマクロセル基地局またはそれぞれのアクセスポイン
トから受信されることができる。
【００８２】
　出くわしたインジケータ(encountered indicators)がイントラ周波数の再選択が許可さ
れるということを特定する場合には、再選択コンポーネント１０１４は、最も高くランク
付けされた選択可能なアクセスポイントに対して再選択することができる。しかしながら
、イントラ周波数再選択が許可されないということをインジケータが特定する場合には、
記載されているように、オフセット受信コンポーネント１０１２はオフセットを得ること
ができ、そして、干渉の予測レベルをコンピュートすることができる。オフセットを加え
たレベルがインジケータに関連しているアクセスポイントのパワーよりも小さい場合には
、記載されているように、インジケータは、無視されることができ、オフセットが関連し
ているアクセスポイントは再選択されることができる。さらに、記載されているコンポー
ネントは、上記で記載されるように最も高くランク付けされるマクロセル基地局と通信す
るときに再選択するかどうかを決定するために、使用されることができ、そして、記載さ
れているように周波数を切り替える前に、記載されているようにインジケータの時限再評
価の前に、及び同様なものの前に、多数の予測される干渉レベルの比較を決定する。モバ
イルデバイス１０００は、さらに、信号を変調する変調器１０１６と例えば基地局、別の
モバイルデバイスなどに対して送信する送信機１０１８を備える。プロセッサ１００６か
ら別個なものとして図示されているが、復調器１００４、インジケータ受信コンポーネン
ト１０１０、オフセット受信コンポーネント１０１２、再選択コンポーネント１０１４及
び／または、変調器１０１６は、プロセッサ１００６またはマルチプルプロセッサ（図示
されず）の一部であることができるということは理解されるべきである。
【００８３】
　図１１は、アクセスポイント再選択における干渉を緩和するために再選択インジケータ
を提供することを容易にするシステム１１００の図である。システム１１００は、複数の
受信アンテナ１１０６を通じて１以上のモバイルデバイス１１０４から信号（単数または
複数）を受信する受信機１１１０と、送信アンテナ１１０８を通じて１以上のモバイルデ
バイス１１０４に対して送信する送信機１１２４と、を備える基地局１１０２（例アクセ
スポイント）を備える。受信機１１１０は、受信アンテナ１１０６から情報を受信するこ
とができ、受信信号を復号することができるデスクランブラに操作的に関連付けられる。
さらに、復調器１１１２は、受信されるデスクランブル信号を復調することができる。復
調シンボルは、図７に関して上記で説明されるプロセッサと類似であることができるプロ
セッサ１１１４によって分析され、そして、それは、メモリ１１１６に結合され、該メモ
リは、信号（例、パイロット）強度及び/または干渉強度を推定することに関連する情報
、モバイルデバイス（単数または複数）１１０４（または異なる基地局（図示されず））
に対して送信されるまたは受信されるべきデータ、及び/または、ここにおいて記載され
る様々な動作及び機能を実行することに関連しているいずれの他の適切な情報、を保存す
る。プロセッサ１１１４は、基盤ワイヤレスネットワークから受信される、前の干渉測定
値から推定される、ハードコードされる、及び/または、同様の、情報に基づいて再選択
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インジケータを生成する、再選択インジケータコンポーネント１１１８と、再選択インジ
ケータをオーバーライドするかどうかを決定するための、記載されているような、予測レ
ベルオフセットを生成する、オフセットコンポーネント１１２０と、にさらに結合される
。
【００８４】
　一例によると、記載されているように、再選択インジケータコンポーネント１１１８は
再選択インジケータを生成することができ、そしてそれは、リクエスト、タイマ、及び／
または同様なものに基づいて、モバイルデバイス１１０４に対して送信されることができ
る。さらに、オフセットコンポーネント１１２０は、予測される干渉をコンピュートする
ためにオフセットを生成することができ、該オフセットは、基盤ワイヤレスネットワーク
によって特定されること、ハードコードされること、及び／または、同様なこと、が可能
となる。オフセットは、異なるアクセスポイントに関連している再選択インジケータをオ
ーバーライドするかどうかを決定することを容易にするために、モバイルデバイス１１０
４に対して同様に送信されることができる。さらに、プロセッサ１１１４とは別個なもの
として図示されているが、復調器１１１２、再選択インジケータコンポーネント１１１８
、オフセットコンポーネント１１２０、及び／または、変調器１１２２は、プロセッサ１
１１４またはマルチプルプロセッサ（図示されず）の一部であることができるということ
は理解されるべきである。
【００８５】
　図１２は、例示的なワイヤレス通信システム１２００を示す。ワイヤレス通信システム
１２００は、簡潔さのために、１つの基地局１２１０と１つのモバイルデバイス１２５０
を図示する。しかしながら、システム１２００は、１以上の基地局及び／または１以上の
モバイルデバイスを含むことができ、追加の基地局及び／またはモバイルデバイスは、下
記で説明されている例示的な基地局１２１０とモバイルデバイス１２５０と実質的に同じ
または異なることができる。さらに、基地局１２１０及び／またはモバイルデバイス１２
５０は、それらの間でワイヤレス通信を容易にするためにここにおいて記載されるシステ
ム（図１－４、及び１０－１１）及び／または方法（図５－９）を利用することができる
。
【００８６】
　基地局１２１０では、多数のデータストリームのためのトラヒックデータが、データソ
ース１２１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ１２１４に対して提供される。一例によ
ると、各データストリームは、それぞれのアンテナにわたって送信されることができる。
ＴＸデータプロセッサ１２１４は、符号化されたデータを提供するためにそのデータスト
リームについて選択された特定の符号化スキームに基づいて、トラヒックデータストリー
ムをフォーマット化し、符号化し、そしてインタリーブする。
【００８７】
　各データストリームについての符号化されたデータは、直交周波数多重化（ＯＦＤＭ）
技術を使用して、パイロットデータで多重化されることができる。追加的にまたは代替的
に、パイロットシンボルは、周波数多重化（ＦＤＭ）、時分割多重化（ＴＤＭ）または、
符号分割多重化（ＣＤＭ）されることができる。パイロットデータは、一般的には、既知
の方法で処理される既知データパターンであり、そして、チャネル応答を推定するために
モバイルデバイス１２５０において使用されることができる。各データストリームについ
ての多重化パイロット及び符号化されたデータは、変調シンボルを提供するためのそのデ
ータストリームについて選択される特定の変調スキーム（例、バイナリ位相シフトキーイ
ング（ＢＰＳＫ）、直角位相シフトキーイング（ＱＰＳＫ）、Ｍ位相シフトキーイング（
Ｍ－ＰＳＫ）、Ｍ直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ）など）に基づいて、変調されることができ
る（例、シンボルマッピングされる）。各データストリームについてのデータレート、符
号化および変調は、プロセッサ１２３０によって、実行される、または、提供される命令
によって決定されることができる。
【００８８】
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　データストリームについての変調シンボルは、ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ１２２０に対
して提供されることができ、変調シンボル（例、ＯＦＤＭ用）をさらに処理することがで
きる。ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ１２２０は、ＮＴ送信機（ＴＭＴＲ）１２２２ａ～１２
２２ｔに対して、ＮＴ変調シンボルストリームを提供する。様々な態様では、ＴＸ ＭＩ
ＭＯプロセッサ１２２０は、データストリームのシンボルに対して、そして、送信される
シンボルからアンテナに対して、ビームフォーミング重み付けを適用する。
【００８９】
　各送信機１２２２は、１以上のアナログ信号を提供するためにそれぞれのシンボルスト
リームを受信し処理し、ＭＩＭＯチャネル上の送信に適した変調信号を提供するためにア
ナログ信号をさらに条件づける（例、増幅し、フィルタにかけ、そしてアップコンバート
する）。さらに、送信機１２２２ａ－１２２２ｔのＮＴ変調信号は、それぞれ、ＮＴアン
テナ１２２４ａ－１２２４ｔから送信される。
【００９０】
　モバイルデバイス１２５０では、送信された変調信号は、ＮＲアンテナ１２５２ａ－１
２５２ｒによって受信され、各アンテナ１２５２からの受信信号は、それぞれの受信機（
ＲＣＶＲ）１２５４ａ－１２５４ｒに対して提供される。各受信機１２５４は、それぞれ
の信号を条件づけ（例、フィルタにかけて、増幅し、ダウンコンバートし）、サンプルを
提供するためにその条件づけられた信号をデジタル化し、対応する「受信」シンボルスト
リームを提供するためにサンプルをさらに処理する。
【００９１】
　ＲＸデータプロセッサ１２６０は、ＮＴに「検出」シンボルストリームを提供するため
に、特定の受信機処理技術に基づいて、ＮＲ受信機１２５４からＮＲ受信シンボルストリ
ームを受信し処理することができる。ＲＸデータプロセッサ１２６０は、データストリー
ムのためのトラヒックデータを回復するために、各検出されたシンボルストリームを復調
し、デインタリーブし、復号することができる。ＲＸデータプロセッサ１２６０による処
理は、基地局１２１０において、ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ１２２０とＴＸデータプロセ
ッサ１２１４によって実行されるものの補足(complementary)である。
【００９２】
　プロセッサ１２７０は、上述されているように、どのプレコーディングマトリクス(pre
coding matrix)を利用するかを周期的に決定することができる。さらに、プロセッサ１２
７０は、マトリックスインデックス部分とランク値部分とを備える逆方向リンクメッセー
ジを公式化することができる。
【００９３】
　逆方向リンクメッセージは、受信されるデータストリーム及び／または通信リンクに関
する様々なタイプの情報を備えることができる。逆方向リンクメッセージは、データソー
ス１２３６から多数のデータストリームのためのトラヒックデータの受信もするＴＸデー
タプロセッサ１２３８によって処理され、変調器１２８０によって変調され、送信機１２
５４ａ－１２５４ｒによって条件付けられ、そして、基地局１２１０に戻って送信される
ことができる。
【００９４】
　基地局１２１０では、モバイルデバイス１２５０からの変調信号は、アンテナ１２２４
によって受信され、受信機１２２２によって条件付けられ、復調器１２４０によって復調
され、ＲＸデータプロセッサ１２４２によって処理され、モバイルデバイス１２５０によ
って送信される逆方向リンクメッセージを抽出する。さらに、プロセッサ１２３０は、ビ
ームフォーミング重みを決定するためにどのプレコーディングマトリックスを使用するか
を決定するために、抽出されたメッセージを処理することができる。
【００９５】
　プロセッサ１２３０及び１２７０は、それぞれ、基地局１２１０とモバイルデバイス１
２５０において、オペレーションを命令することができる（例えば、制御する、調和する
(coordinate)、管理するなど)。それぞれのプロセッサ１２３０及び１２７０は、プログ
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ラムコード及びデータを保存するメモリ１２３２および１２７２と関連付けられることが
できる。プロセッサ１２３０および１２７０はまた、それぞれ、アップリンクとダウンリ
ンクのための周波数及びインパルス応答推定値を導出するためにコンピューテーションを
実行することができる。
【００９６】
　ここに説明されている態様はハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウ
ェア、マイクロコード(microcode)、あるいはそれらのいずれの組み合わせによってイン
プリメントされることができる、ということが理解されるべきである。ハードウェアイン
プリメンテーションの場合、例えば、処理ユニットは、１つまたは複数の特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理デバイ
ス（ＤＳＰＤ）、プログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロ
プロセッサ、ここにおいて説明された機能を実行するように設計された他の電子ユニット
、または、それらの組み合わせ、内でインプリメントされることができる。
【００９７】
　態様が、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェアあるいはマイクロコード、プロ
グラムコードあるいはコードセグメント(code segment)においてインプリメントされると
き、それらは、ストレージコンポーネントのようなマシン可読媒体(machine-readable me
dium)において保存されることが出来る。コードセグメントは、プロシージャ(procedure)
、機能、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジュール、ソフトウ
ェアパッケージ、クラス、あるいは、命令、データストラクチャ、あるいはプログラムス
テートメントのいずれの組み合わせ、を表すことが出来る。コードセグメントは、情報、
データ、アーギュメント(arguments)、パラメータあるいはメモリコンテンツを受け渡し
すること、および/または受信することによって、別のコードセグメントあるいはハード
ウェア回路に結合されることが出来る。情報、アーギュメント、パラメータ、データなど
は、メモリの共有、メッセージパッシング(message passing)、トークンパッシング(toke
n passing)、ネットワーク伝送などを含んでいる、いずれの適切な手段を使用して、受け
渡され、転送され、あるいは送信されることが出来る。
【００９８】
　ソフトウェアインプリメンテーションの場合、ここにおいて説明された技術は、ここに
おいて説明された機能を実行するモジュール(例、プロシージャ、機能、など)でインプリ
メントされることが出来る。ソフトウェアコードは、メモリユニットに保存され、プロセ
ッサによって実行されることが出来る。メモリユニットは、プロセッサ内で、あるいはプ
ロセッサ外で、インプリメントされることが出来、この場合には、それは、当技術分野に
おいて知られているような様々な手段を通じてプロセッサに通信的に結合されることが出
来る。
【００９９】
　図１３を参照すると、ワイヤレス通信システムにおいて再選択するためにアクセスポイ
ントを決定することにおいて、再選択インジケータを使用するシステム１３００が図示さ
れている。例えば、システム１３００は、基地局、モバイルデバイスなどの内に少なくと
も部分的に常駐することができる。システム１３００は、機能ブロックを含むものとして
表わされており、その機能ブロックは、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組み
合わせ（例、ファームウェア）を表わす機能ブロックであることができる、ということは
理解されるべきである。システム１３００は、共に作用することができる電子コンポーネ
ントの論理グルーピング１３０２を含む。例えば、論理グルーピング１３０２は、イント
ラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する制約される関連付けアクセスポイントに
関連している再選択インジケータを受信するための電子コンポーネント１３０４を含むこ
とができる。例えば、説明されているように、制約される関連付けアクセスポイントは、
ＣＳＧ識別子を提供することができ、そしてそれは、アクセスポイントへの接続が許可さ
れないかどうか決定するために評価されることができる。さらに、論理グルーピング１３
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０２は、ターゲットアクセスポイントと通信することに関連しているオフセットを得るた
めの電子コンポーネント１３０６を含むことができる。説明されるように、オフセットは
、ターゲットアクセスポイントと通信することによって制約される関連付けアクセスポイ
ントに対して引き起こされる干渉レベルを推定することに関連することができる。さらに
、論理グルーピング１３０２は、再選択インジケータとオフセットとに少なくとも部分的
に基づいてターゲットアクセスポイントを選択する（例、再選択、キャンプオンする、な
ど）かどうかを決定するための電子コンポーネント１３０８を備えることができる。
【０１００】
　さらに論理グルーピング１３０２は、干渉信号強度に少なくとも部分的に基づいて、制
約される関連付けアクセスポイントとターゲットアクセスポイントとを含んでいる再選択
のための複数のアクセスポイントをランク付けするための電子コンポーネント１３１０、
を含むことができる。したがって、例えば、最も高くランク付けされるアクセスポイント
が、接続されることができない制約される関連付けアクセスポイントである場合には、記
載されているように、再選択は、次に高くランク付けされるアクセスポイントに移動する
ことができる。さらに、論理グルーピング１３０２は、ターゲットアクセスポイントと通
信することから生じる制約される関連付けアクセスポイントに対する干渉の予測レベルを
推定するための電子コンポーネント１３１２を含むことができる。例えば、電子コンポー
ネント１３０８は、記載されるように、干渉の予測レベルに少なくとも部分的に基づいて
再選択するかどうかを決定することができる。さらに論理グルーピング１３０２は、イン
トラ周波数再選択が許可されないということを特定する再選択インジケータを得るとタイ
マをイニシャライズするための電子コンポーネント１３１４を含むことができる。したが
って、タイマの終了の際に、記載されているように、再選択インジケータは再評価される
ことができる。さらに、システム１３００は、電子コンポーネント１３０４、１３０６、
１３０８、１３１０、１３１２、及び１３１４と関連付けられた機能を実行するための命
令を保持するメモリ１３１６を含むことができる。メモリ１３１６の外側にあるものとし
て示されているが、電子コンポーネント１３０４、１３０６、１３０８、１３１０、１３
１２及び１３１４のうちの１以上がメモリ１３１６内に存在することができるということ
は理解されるべきである。
【０１０１】
　図１４を参照すると、異なる周波数の範囲において１以上のアクセスポイントを再選択
するかどうかを決定することにおいて、再選択インジケータを使用するシステム１４００
が図示されている。例えば、システム１４００は、基地局、モバイルデバイスなどの内に
少なくとも部分的に常駐することができる。システム１４００は、機能ブロックを含むも
のとして表わされており、その機能ブロックは、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれ
らの組み合わせ（例、ファームウェア）を表わす機能ブロックであることができる、とい
うことは理解されるべきである。システム１４００は、共に作用することができる電子コ
ンポーネントの論理グルーピング１４０２を含む。例えば、論理グルーピング１４０２は
、ネットワークにアクセスすることを容易にするためにアクセスポイントと通信するため
の電子コンポーネント１４０４を含むことができる。さらに、論理グルーピング１４０２
は、イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定するワイヤレスネットワークにお
ける制約される関連付けアクセスポイントに関連している再選択インジケータを受信する
ための電子コンポーネント１４０６を含むことができる。
【０１０２】
　さらに、論理グルーピング１４０２は、再選択インジケータに少なくとも部分的に基づ
いて、再選択のために異なる周波数または技術において、異なるアクセスポイントを分析
するための電子コンポーネント１４０８を含むことができる。したがって、例えば、イン
トラ周波数再選択が再選択インジケータにしたがって許可されない場合には、ワイヤレス
ネットワークアクセスを提供するアクセスポイントとの通信は、制約される関連付けアク
セスポイントに干渉している可能性がある。一例においては、記載されているように、ア
クセスポイントとの通信は中止し、異なる周波数／技術における他のアクセスポイントは
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、通信について評価されることができる。さらに、論理グルーピング１４０２は、アクセ
スポイントと通信することから生じる制約される関連付けアクセスポイントに対する干渉
の推定レベルをコンピュートするための電子コンポーネント１４１０を含むことができる
。例えば、電子コンポーネント１４０８は、推定されたレベルに基づいて、異なるアクセ
スポイントを評価するかどうかを決定することができる。制約される関連付けアクセスポ
イントに干渉することに関連してレベルがしきい値を上回らない場合には、再選択インジ
ケータは、記載されているように、無視されることができる。さらに、システム１４００
は、電子コンポーネント１４０４、１４０６、１４０８及び１４１０と関連付けられた機
能を実行するための命令を保持するメモリ１４１２を含むことができる。メモリ１４１２
の外側にあるものとして示されているが、電子コンポーネント１４０４、１４０６、１４
０８及び１４１０のうちの１以上がメモリ１４１２内に存在することができるということ
は理解されるべきである。
【０１０３】
　図１５を参照すると、デバイスと異なるアクセスポイントとからの干渉を緩和するため
に再選択インジケータを提供するシステム１５００が図示されている。例えば、システム
１５００は、基地局、モバイルデバイスなどの内に少なくとも部分的に常駐することがで
きる。システム１５００は、機能ブロックを含むものとして表わされており、その機能ブ
ロックは、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせ（例、ファームウェア
）を表わす機能ブロックであることができる、ということは理解されるべきである。シス
テム１５００は、共に作用することができる電子コンポーネントの論理グルーピング１５
０２を含む。例えば、論理グルーピング１５０２は、ワイヤレスネットワークに対するア
クセスを提供するために、提供されるセクタにおいて１以上のモバイルデバイスと通信す
るための電子コンポーネント１５０４を含むことができる。さらに、論理グルーピング１
５０２は、イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する再選択インジケータを
１以上のモバイルデバイスに対して送信するための電子コンポーネント１５０６を備える
ことができる。インジケータは、記載されているように、基盤ワイヤレスネットワークか
ら受信される、他のパラメータから生成される、及び／または、同様なものであることが
できる。さらに、インジケータは、システム１５００、または、異なるアクセスポイント
に関連していることができる。さらに、論理グルーピング１５０２は、制約される関連付
けを表示するために提供されるセクタにおいて１以上のモバイルデバイスに対してＣＳＧ
識別子を提供するための電子コンポーネント１５０８を含むことができる。さらに、シス
テム１５００は、電子コンポーネント１５０４、１５０６及び１５０８と関連付けられた
機能を実行するための命令を保持するメモリ１５１０を含むことができる。メモリ１５１
０の外側にあるものとして示されているが、電子コンポーネント１５０４、１５０６、及
び１５０８のうちの１以上がメモリ１５１０内に存在することができるということは理解
されるべきである。
【０１０４】
　図１６を参照すると、システムと通信することにおいて干渉の予測レベルをコンピュー
トすることに利用するために、オフセットを提供するシステム１６００が図示されている
。例えば、システム１６００は、基地局、モバイルデバイスなどの内に少なくとも部分的
に常駐することができる。システム１６００は、機能ブロックを含むものとして表わされ
ており、その機能ブロックは、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせ（
例、ファームウェア）を表わす機能ブロックであることができる、ということは理解され
るべきである。システム１６００は、共に作用することができる電子コンポーネントの論
理グルーピング１６０２を含む。例えば、論理グルーピング１６０２は、ワイヤレスネッ
トワークにおいて１以上のモバイルデバイスと通信するための電子コンポーネント１６０
４を含むことができる。さらに、論理グルーピング１６０２は、イントラ周波数再選択が
許可されるかどうかを特定する制約される関連付けアクセスポイントから受信される再選
択インジケータをオーバーライドすることに関してモバイルデバイスに対してオフセット
を送信するための電子コンポーネント１６０６を含むことができる。記載されているよう
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に、オフセットはシステム１６０２に関連することができ、そして、それに関連して再選
択インジケータをオーバーライドするために制約される関連付けアクセスポイントと比較
して干渉のレベルが十分に小さいかどうかを決定することにおいて使用されることができ
る。さらに、システム１６００は、電子コンポーネント１６０４および１６０６と関連付
けられた機能を実行するための命令を保持するメモリ１６０８を含むことができる。メモ
リ１６０８の外側にあるものとして示されているが、電子コンポーネント１６０４および
１６０６のうちの１以上がメモリ１６０８内に存在することができるということは理解さ
れるべきである。
【０１０５】
　ここにおいて開示される実施形態に関連して説明された様々な説明のための論理、論理
ブロック、モジュールおよび回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ
）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰ
ＧＡ）、あるいは他のプログラマブル論理回路、ディスクリートゲートあるいはトランジ
スタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは、ここに説明され
た機能を実行するように設計されたそれらのいずれの組み合わせ、でインプリメントされ
る、あるいは実行されることができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであって
もよいが、代替として、プロセッサは、いずれの従来のプロセッサ、コントローラ、マイ
クロコントローラ、あるいはステートマシン(state machine)であってもよい。プロセッ
サはまた、コンピューティングデバイス(computing devices)の組み合わせ、例えば、Ｄ
ＳＰとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと併
用しての１以上のマイクロプロセッサ、あるいはいずれの他のそのような構成のもの、と
してインプリメントされてもよい。さらに、少なくとも１つのプロセッサは、上記で説明
されたステップ及び／または動作のうちの１つまたは複数を実行することが動作可能な1
つまたは複数のモジュールを備えることができる。
【０１０６】
　さらに、ここにおいて開示された態様に関連して説明された方法あるいはアルゴリズム
のステップ及び/または動作は、直接的にハードウェアにおいて、プロセッサによって実
行されたソフトウェアモジュールにおいて、あるいはこれら２つの組み合わせにおいて、
具現化されることができる。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモ
リ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク
、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭあるいは当技術分野において知られている記憶媒
体のいずれの他の形態、において常駐することができる。例示的な記憶媒体は、プロセッ
サに結合されるので、プロセッサは、記憶媒体から情報を読み取ることができ、また記憶
媒体に情報を書き込むことができる。あるいは、記憶媒体は、プロセッサに一体化されて
もよい。さらに、いくつかの態様は、プロセッサと記憶媒体は、ＡＳＩＣにおいて常駐し
ていてもよい。さらに、ＡＳＩＣは、ユーザ機器に常駐していてもよい。あるいは、プロ
セッサと記憶媒体は、ユーザ端末において、ディスクリートコンポーネントとして存在し
ていてもよい。さらに、いくつかの態様においては、方法あるいはアルゴリズムのステッ
プ及び／または動作は、マシン可読媒体および／またはコンピュータ可読媒体上で、１つ
、あるいは、いずれの組み合わせ、あるいは、セットの、コード及び/または命令として
、常駐することができる。
【０１０７】
　１つまたは複数の態様においては、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェアあるいはそれらのいずれかの組み合わせにおいてインプリメントされるこ
とができる。ソフトウェアでインプリメントされる場合には、機能は、コンピュータ可読
媒体上で、1つまたは複数の命令あるいはコードとして、記憶されてもよく、あるいは、
送信されることができる。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュ
ータプログラムの転送(transfer)を容易にするいずれの媒体も含んでいる、コンピュータ
記憶媒体(computer storage media)と通信媒体(communication media)の両方を含む。記
憶媒体は、コンピュータによってアクセスされることができる、任意の利用可能な媒体で
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あってもよい。例として、また限定されないが、そのようなコンピュータ可読媒体は、Ｒ
ＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭあるいは他の光学ディスクストレージ、磁気
ディスクストレージあるいは他の磁気ストレージデバイス、あるいは、命令あるいはデー
タストラクチャの形態において望まれるプログラムコードを保存あるいは搬送するために
使用されることができる、また、コンピュータによってアクセスされることができる、任
意の他の媒体も備えることができる。また、いずれの接続もコンピュータ可読媒体と適切
に名付けられる。例えば、ソフトウェアがウェブサイト、サーバ、あるいは、同軸ケーブ
ル、光ファイバーケーブル、ツイストペア(twisted pair)、デジタル加入者ライン(digit
al subscriber line)(ＤＳＬ)、あるいは赤外線、無線、およびマイクロ波のような無線
技術を使用している他の遠隔ソース、から送信される場合には、そのときには、同軸ケー
ブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、あるいは赤外線、無線、およびマ
イクロ波のような無線技術は、媒体(medium)の定義に含まれている。ここに使用されてい
るように、ディスク(disk)とディスク(disk)は、コンパクトディスク(compact disc)(Ｃ
Ｄ)、レーザーディスク(登録商標)(laser disc)、光学ディスク(optical disc)、デジタ
ル汎用ディスク(digital versatile disc)(ＤＶＤ)、フロッピー(登録商標)ディスク(dis
k)およびブルーレイディスク(blu-ray disc)を含んでおり、ディスク(disks)は、大抵、
データを磁気で再生しているが、ディスク(discs)は、レーザーで光学的に再生する。上
記のものの組み合わせも、また、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【０１０８】
　以上の開示は、説明の態様及び/または実施形態を説明しているが、様々な変更及び修
正が、添付の特許請求項の範囲によって定義されるような、記載された態様及び/または
実施形態の範囲から逸脱することなく、ここにおいてなされることができるであろうとい
うことに留意されるべきである。さらに、説明された態様及び/または実施形態の構成要
素は、単数形で説明あるいは特許請求されているかもしれないが、単数形への制限が明示
的に述べられていない限り、複数形が意図されている。さらに、いずれの態様及び/また
は実施形態のすべてあるいは一部は、述べられていない限り、いずれの他の態様及び/ま
たは実施形態のすべてあるいは一部を用いて、利用されることができる。さらに、用語「
含む(includes)」が、詳細な説明あるいは特許請求の範囲のいずれかにおいて使用されて
いる範囲内において、そのような用語は、用語「備えている(comprising)」がトランジシ
ョナルワード(transitional word)として請求項において使用されるときに解釈されるよ
うに、用語「備えている(comprising)」と同様な方法で包括的であるように意図されてい
る。さらに、説明された態様及び/または実施形態の構成要素は、単数形で説明あるいは
特許請求されているかもしれないが、単数形への制限が明示的に述べられていない限り、
複数形が意図されている。さらに、いずれの態様及び/または実施形態のすべてあるいは
一部は、述べられていない限り、いずれの他の態様及び/または実施形態のすべてあるい
は一部で、利用されることができる。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］　イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する制約される関連付けア
クセスポイントに関連している再選択インジケータを受信することと、
　前記制約される関連付けアクセスポイントと同様な周波数領域で動作するターゲットア
クセスポイントと通信することによって、前記制約される関連付けアクセスポイントに対
して引き起こされる干渉を予測することに関連しているオフセットを受信することと、
　前記再選択インジケータと前記オフセットとに基づいて前記ターゲットアクセスポイン
トを選択するかどうかを決定することと、
　を備える方法。
［Ｃ２］　前記制約される関連付けアクセスポイントと前記ターゲットアクセスポイント
とを含んでいる１以上のアクセスポイントをランク付けすること、をさらに備え、前記制
約される関連付けアクセスポイントは、前記ターゲットアクセスポイントよりも高くラン
ク付けされる、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］　前記ターゲットアクセスポイントと通信することから生じる干渉の予測レベル
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をコンピュートすること、をさらに備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ４］　前記干渉の予測レベルをコンピュートすることは、前記制約される関連付けア
クセスポイントの参照信号受信パワー（ＲＳＲＰ）と、前記オフセットに加えられる前記
ターゲットアクセスポイントのものと、比較することを含む、Ｃ３に記載の方法。
［Ｃ５］　前記ターゲットアクセスポイントと通信することから生じる前記干渉の予測レ
ベルが前記再選択インジケータをオーバーライドするためのしきい値レベルを超える場合
には、より低くランク付けされるターゲットアクセスポイントに関連している異なる干渉
の予測レベルをコンピュートすること、をさらに備えるＣ４に記載の方法。
［Ｃ６］　前記異なる干渉の予測レベルが前記再選択インジケータをオーバーライドする
ための前記しきい値レベルを超えるということを決定することに少なくとも部分的に基づ
いて、再選択のために、異なる周波数または技術に関して、アクセスポイントを評価する
こと、
　をさらに備えるＣ５に記載の方法。
［Ｃ７］　前記再選択インジケータを受信するとタイマをイニシャライズすること、
　をさらに備え、前記再選択インジケータは、イントラ周波数再選択が許可されないとい
うことを特定する、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］　前記タイマの終了のときに、第２の再選択インジケータを読み取ることと、
　前記第２の再選択インジケータと前記オフセットとに基づいて前記ターゲットアクセス
ポイントを選択するかどうかを決定することと、
　をさらに備えるＣ７に記載の方法。
［Ｃ９］　前記再選択インジケータは、前記制約される関連付けアクセスポイントが位置
づけられるセクタを提供するマクロセル基地局から受信される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１０］　前記再選択インジケータは、前記セクタ内で位置づけられる実質的にすべて
の制約される関連付けアクセスポイントに適用する、Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１１］　前記再選択インジケータは、前記セクタの追加システム情報とともに受信さ
れる、Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１２］　前記再選択インジケータは、前記制約される関連付けアクセスポイントから
受信される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１３］　　　イントラ周波数アクセスポイント再選択が許可されるかどうかを特定す
る制約される関連付けアクセスポイントに関連している再選択インジケータを得るように
、
　　　前記制約される関連付けアクセスポイントと同様な周波数領域で動作するターゲッ
トアクセスポイントと通信することから生じる潜在的な干渉に関連しているオフセットを
受信するように、
　　　前記再選択インジケータと前記オフセットとに少なくとも部分的に基づいて前記タ
ーゲットアクセスポイントを選択するかどうかを決定するように、
　構成される少なくとも１つのプロセッサと；
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されるメモリと；
　を備えるワイヤレス通信装置。
［Ｃ１４］　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記制約される関連付けアクセスポイ
ントが前記ターゲットアクセスポイントよりも高くランク付けされる場合には、再選択の
ためにアクセスポイントをランク付けするようにさらに構成される、Ｃ１３に記載のワイ
ヤレス通信装置。
［Ｃ１５］　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ターゲットアクセスポイントと通
信することから生じる、前記制約される関連付けアクセスポイントに対する干渉の予測レ
ベルをコンピュートするようにさらに構成されており、前記少なくとも１つのプロセッサ
は、前記の干渉の予測レベルにさらに少なくとも部分的に基づいて、前記ターゲットアク
セスポイントを選択するかどうかを決定する、Ｃ１３に記載のワイヤレス通信装置。
［Ｃ１６］　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記制約される関連付けアクセスポイ
ントの参照信号受信パワー（ＲＳＲＰ）と、前記オフセットに加えられる前記ターゲット
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アクセスポイントのものと、比較することによって、少なくとも部分的に前記干渉の予測
レベルをコンピュートする、Ｃ１５に記載のワイヤレス通信装置。
［Ｃ１７］　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ターゲットアクセスポイントと通
信することから生じる前記干渉の予測レベルが前記再選択インジケータをオーバーライド
するためのしきい値レベルを超える場合には、より低くランク付けされるターゲットアク
セスポイントに関連している異なる干渉の予測レベルをコンピュートするようにさらに構
成される、Ｃ１６に記載のワイヤレス通信装置。
［Ｃ１８］　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記異なる干渉の予測レベルが前記再
選択インジケータをオーバーライドするための前記しきい値レベルを超えるということを
決定することに少なくとも部分的に基づいて、再選択のために異なる周波数または技術に
関して、アクセスポイントを分析するようにさらに構成されている、Ｃ１７に記載のワイ
ヤレス通信装置。
［Ｃ１９］　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記再選択インジケータを得るとタイ
マをイニシャライズするようにさらに構成され、前記再選択インジケータは、イントラ周
波数再選択が許可されないということを特定する、Ｃ１３に記載のワイヤレス通信装置。
［Ｃ２０］　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記タイマの終了のときに、前記制約
される関連付けアクセスポイントに関連している異なる再選択インジケータを受信するよ
うにさらに構成される、Ｃ１９に記載のワイヤレス通信装置。
［Ｃ２１］　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記制約される関連付けアクセスポイ
ントが位置づけられるセクタを提供するマクロセル基地局から、前記再選択インジケータ
を得る、Ｃ１３に記載のワイヤレス通信装置。
［Ｃ２２］　前記再選択インジケータは、前記セクタ内で位置づけられる実質的にすべて
の制約される関連付けアクセスポイントに適用する、Ｃ２１に記載のワイヤレス通信装置
。
［Ｃ２３］　イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する制約される関連付け
アクセスポイントに関連している再選択インジケータを受信するための手段と、
　ターゲットアクセスポイントと通信することに関連しているオフセットを得るための手
段と、
　前記再選択インジケータと前記オフセットとに少なくとも部分的に基づいて前記ターゲ
ットアクセスポイントを選択するかどうかを決定するための手段と、
　を備える装置。
［Ｃ２４］　干渉信号強度に少なくとも部分的に基づいて、前記制約される関連付けアク
セスポイントと前記ターゲットアクセスポイントとを含んでいる再選択のための複数のア
クセスポイントをランク付けするための手段、をさらに備え、前記制約される関連付けア
クセスポイントは、前記ターゲットアクセスポイントよりも高くランク付けされる、Ｃ２
３に記載の装置。
［Ｃ２５］　前記ターゲットアクセスポイントと通信することから生じる、前記制約され
る関連付けアクセスポイントに対する干渉の予測レベルを推定するための手段と、
　をさらに備え、前記決定するための手段は、前記干渉の予測レベルに少なくとも部分的
にさらに基づいて前記ターゲットアクセスポイントを選択するかどうかを決定する、Ｃ２
３に記載の装置。
［Ｃ２６］　前記干渉の予測レベルを推定するための手段は、前記制約される関連付けア
クセスポイントの参照信号受信パワー（ＲＳＲＰ）と、前記オフセットに加えられる前記
ターゲットアクセスポイントのものと、比較する、Ｃ２５に記載の装置。
［Ｃ２７］　前記推定するための手段は、前記ターゲットアクセスポイントと通信するこ
とから生じる干渉の予測レベルが前記再選択インジケータをオーバーライドするためのし
きい値レベルを超える場合には、より低くランク付けされるターゲットアクセスポイント
に関連している異なる干渉の予測レベルをさらに推定する、Ｃ２６に記載の装置。
［Ｃ２８］　前記ターゲットアクセスポイントを選択するかどうかを決定するための手段
は、前記異なる干渉の予測レベルが前記再選択インジケータをオーバーライドするための
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前記しきい値レベルを超えるということを決定することに少なくとも部分的に基づいて、
再選択のために異なる周波数または技術に関して、アクセスポイントを評価する、Ｃ２７
に記載の装置。
［Ｃ２９］　前記再選択インジケータを得るとタイマをイニシャライズするための手段、
をさらに備え、前記再選択インジケータは、イントラ周波数再選択が許可されないという
ことを特定する、Ｃ２３に記載の装置。
［Ｃ３０］　前記再選択インジケータを受信するための手段は、前記タイマの終了のとき
に、前記制約される関連付けアクセスポイントに関連している異なる再選択インジケータ
をさらに受信する、Ｃ２９に記載の装置。
［Ｃ３１］　前記受信するための手段は、前記制約される関連付けアクセスポイントが位
置づけられるセクタを提供するマクロセル基地局から、前記再選択インジケータを受信す
る、Ｃ２３に記載の装置。
［Ｃ３２］　前記再選択インジケータは、前記セクタ内で位置づけられる実質的にすべて
の制約される関連付けアクセスポイントに関連している、Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ３３］　コンピュータプログラムプロダクトであって、
　コンピュータ可読媒体を備え、前記コンピュータ可読媒体は、
　イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する制約される関連付けアクセスポ
イントに関連している再選択インジケータを少なくとも１つのコンピュータに受信させる
ためのコードと、
　前記制約される関連付けアクセスポイントと同様な周波数領域で動作するターゲットア
クセスポイントと通信することによって、前記制約される関連付けアクセスポイントに対
して引き起こされる干渉を予測することに関連しているオフセットを前記少なくとも１つ
のコンピュータに受信させるためのコードと、
　前記再選択インジケータと前記オフセットとに基づいて前記ターゲットアクセスポイン
トを選択するかどうかを前記少なくとも１つのコンピュータに決定させるためのコードと
、
　を備える、
　コンピュータプログラムプロダクト。
［Ｃ３４］　前記コンピュータ可読媒体は、前記制約される関連付けアクセスポイントと
前記ターゲットアクセスポイントとを含んでいる１以上のアクセスポイントを前記少なく
とも１つのコンピュータにランク付けさせるためのコード、をさらに備え、前記制約され
る関連付けアクセスポイントは、前記ターゲットアクセスポイントよりも高くランク付け
される、Ｃ３３に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［Ｃ３５］　前記コンピュータ可読媒体は、前記ターゲットアクセスポイントと通信する
ことから生じる、干渉の予測レベルを前記少なくとも１つのコンピュータにコンピュート
させるためのコード、をさらに備え、前記ターゲットアクセスポイントを選択するかどう
かを決定することは、前記干渉の予測レベルをコンピュートすることに少なくとも部分的
にさらに基づいている、Ｃ３３に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［Ｃ３６］　前記干渉の予測レベルを前記少なくとも１つのコンピュータにコンピュート
させるためのコードは、前記制約される関連付けアクセスポイントの参照信号受信パワー
（ＲＳＲＰ）と、前記オフセットに加えられる前記ターゲットアクセスポイントのものと
、比較することを含む、Ｃ３５に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［Ｃ３７］　前記コンピュータ可読媒体は、前記ターゲットアクセスポイントと通信する
ことから生じる前記干渉の予測レベルが前記再選択インジケータをオーバーライドするこ
とのしきい値レベルを超える場合には、より低くランク付けされるターゲットアクセスポ
イントに関連している異なる干渉の予測レベルを前記少なくとも１つのコンピュータにコ
ンピュートさせるためのコード、をさらに備える、Ｃ３６に記載のコンピュータプログラ
ムプロダクト。
［Ｃ３８］　前記コンピュータ可読媒体は、前記異なる干渉の予測レベルが前記再選択イ
ンジケータをオーバーライドするための前記しきい値レベルを超えるということを決定す
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ることに少なくとも部分的に基づいて、再選択のために異なる周波数または技術に関して
、アクセスポイントを前記少なくとも１つのコンピュータに評価させるためのコード、を
さらに備える、Ｃ３７に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［Ｃ３９］　前記コンピュータ可読媒体は、前記再選択インジケータを受信するとタイマ
を前記少なくとも１つのコンピュータにイニシャライズさせるためのコード、をさらに備
え、前記再選択インジケータは、イントラ周波数再選択が許可されないということを特定
する、Ｃ３３に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［Ｃ４０］　前記再選択インジケータを前記少なくとも１つのコンピュータに受信させる
ためのコードは、前記タイマの終了のときに、前記制約される関連付けアクセスポイント
に関連している異なる再選択インジケータをさらに受信する、Ｃ３９に記載のコンピュー
タプログラムプロダクト。
［Ｃ４１］　前記コンピュータ可読媒体は、前記制約される関連付けアクセスポイントが
位置づけられるセクタを提供するマクロセル基地局から前記再選択インジケータを前記少
なくとも１つのコンピュータに受信させるためのコードをさらに備える、Ｃ３３に記載の
コンピュータプログラムプロダクト。
［Ｃ４２］　前記再選択インジケータは、前記セクタ内で位置づけられる実質的にすべて
の制約される関連付けアクセスポイントに適用する、Ｃ４１に記載のコンピュータプログ
ラムプロダクト。
［Ｃ４３］　イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する制約される関連付け
アクセスポイントに関連している再選択インジケータを得る、再選択インジケータ受信コ
ンポーネントと、
　前記制約される関連付けアクセスポイントと同様な周波数範囲で動作するターゲットア
クセスポイントと通信することによって引き起こされる干渉に関連しているオフセットを
受信する、干渉予測コンポーネントと、
　前記再選択インジケータと前記オフセットとに少なくとも部分的に基づいて前記ターゲ
ットアクセスポイントを選択するかどうかを決定する、アクセスポイント再選択コンポー
ネントと、
　を備える装置。
［Ｃ４４］　干渉信号強度に少なくとも部分的に基づいて、前記制約される関連付けアク
セスポイントと前記ターゲットアクセスポイントとを含んでいる再選択の複数のアクセス
ポイントをランク付けするアクセスポイント測定コンポーネント、をさらに備え、前記制
約される関連付けアクセスポイントは、前記ターゲットアクセスポイントよりも高くラン
ク付けされる、Ｃ４３に記載の装置。
［Ｃ４５］　前記ターゲットアクセスポイントと通信することから生じる前記制約される
関連付けアクセスポイントに対する干渉の予測レベルを推定する干渉予測コンポーネント
、をさらに備え、前記アクセスポイント再選択コンポーネントは、前記干渉の予測レベル
に少なくとも部分的にさらに基づいて、前記ターゲットアクセスポイントを選択するかど
うかを決定する、Ｃ４３に記載の装置。
［Ｃ４６］　前記干渉予測コンポーネントは、前記制約される関連付けアクセスポイント
の参照信号受信パワー（ＲＳＲＰ）と、前記オフセットに加えられる前記ターゲットアク
セスポイントのものと、さらに比較する、Ｃ４５に記載の装置。
［Ｃ４７］　前記干渉予測コンポーネントは、前記ターゲットアクセスポイントと通信す
ることから生じる前記干渉の予測レベルが前記再選択インジケータをオーバーライドする
ためのしきい値レベルを超える場合には、より低くランク付けされるターゲットアクセス
ポイントに関連している異なる干渉の予測レベルをさらに推定する、Ｃ４６に記載の装置
。
［Ｃ４８］　前記アクセスポイント再選択コンポーネントは、前記異なる干渉の予測レベ
ルが前記再選択インジケータをオーバーライドするための前記しきい値レベルを超えると
いうことを決定することに少なくとも部分的に基づいて、再選択のために異なる周波数ま
たは技術に関して、アクセスポイントを評価する、Ｃ４７に記載の装置。
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［Ｃ４９］　前記再選択インジケータを得るとタイマをイニシャライズするタイマコンポ
ーネント、をさらに備え、前記再選択インジケータは、イントラ周波数再選択が許可され
ないということを特定する、Ｃ４３に記載の装置。
［Ｃ５０］　前記再選択インジケータ受信コンポーネントは、前記タイマの終了のときに
、前記制約される関連付けアクセスポイントに関連している異なる再選択インジケータを
さらに受信する、Ｃ４９に記載の装置。
［Ｃ５１］　前記再選択インジケータ受信コンポーネントは、前記制約される関連付けア
クセスポイントが位置づけられるセクタを提供するマクロセル基地局から、前記再選択イ
ンジケータを受信する、Ｃ４３に記載の装置。
［Ｃ５２］　前記再選択インジケータは、前記セクタ内で位置づけられる実質的にすべて
の制約される関連付けアクセスポイントに関連している、Ｃ５１に記載の装置。
［Ｃ５３］　ワイヤレスネットワークにアクセスすることを容易にするためにアクセスポ
イントと通信することと、
　イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する前記ワイヤレスネットワークに
おける制約される関連付けアクセスポイントに関連している再選択インジケータを評価す
ることと、
　前記再選択インジケータに少なくとも部分的に基づいて、再選択のために異なる周波数
において、異なるアクセスポイントを分析することと、
　を備える方法。
［Ｃ５４］　再選択のために異なる周波数においてアクセスポイントを分析することは、
前記アクセスポイントと通信することから生じる前記制約される関連付けアクセスポイン
トに対する干渉の推定レベルをコンピュートすることに少なくとも部分的にさらに基づい
ている、Ｃ５３に記載の方法。
［Ｃ５５］　前記干渉の推定レベルをコンピュートすることは、前記制約される関連付け
アクセスポイントの参照信号受信パワー（ＲＳＲＰ）と、負のオフセットに基づいた前記
アクセスポイントのものと、比較することを含む、Ｃ５４に記載の方法。
［Ｃ５６］　前記アクセスポイントから前記負のオフセットを受信すること、をさらに備
えるＣ５５に記載の方法。
［Ｃ５７］　　　アクセスポイントからワイヤレスネットワークアクセスを受信するよう
に、
　　　イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する前記ワイヤレスネットワー
クにおける制約される関連付けアクセスポイントに関連している再選択インジケータを評
価するように、
　　　前記再選択インジケータに少なくとも部分的に基づいて、再選択のために異なる周
波数において、異なるアクセスポイントを分析するように、
　構成された少なくとも１つのプロセッサと；
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されるメモリと；
　を備えるワイヤレス通信装置。
［Ｃ５８］　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記アクセスポイントと通信すること
から生じる、前記制約される関連付けアクセスポイントに対する干渉の推定レベルをコン
ピュートするようにさらに構成されており、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記干
渉の推定レベルに少なくとも部分的にさらに基づいて、再選択のために異なる周波数にお
いてアクセスポイントを分析する、Ｃ５７に記載のワイヤレス通信装置。
［Ｃ５９］　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記制約される関連付けアクセスポイ
ントの参照信号受信パワー（ＲＳＲＰ）と、前記オフセットを差し引く前記アクセスポイ
ントのものと、比較することに基づいて、前記干渉の推定レベルをコンピュートする、Ｃ
５８に記載のワイヤレス通信装置。
［Ｃ６０］　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記アクセスポイントから前記オフセ
ットを受信するようにさらに構成されている、Ｃ５９に記載のワイヤレス通信装置。
［Ｃ６１］　ワイヤレスネットワークにアクセスすることを容易にするためにアクセスポ
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イントと通信するための手段と、
　イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する前記ワイヤレスネットワークに
おける制約される関連付けアクセスポイントに関連している再選択インジケータを受信す
るための手段と、
　前記再選択インジケータに少なくとも部分的に基づいて、再選択のために異なる周波数
または技術において、異なるアクセスポイントを分析するための手段と、
　を備える装置。
［Ｃ６２］　前記アクセスポイントと通信することから生じる、前記制約される関連付け
アクセスポイントに対する干渉の推定レベルをコンピュートするための手段、をさらに備
え、前記異なるアクセスポイントを分析するための手段は、前記干渉の推定レベルに少な
くとも部分的にさらに基づいて、再選択のために異なる周波数においてアクセスポイント
を分析する、Ｃ６１に記載の装置。
［Ｃ６３］　前記干渉の推定レベルをコンピュートするための手段は、前記制約される関
連付けアクセスポイントの参照信号受信パワー（ＲＳＲＰ）と、前記オフセットを加える
前記アクセスポイントのものと、比較することに少なくとも部分的に基づいてコンピュー
トする、Ｃ６２に記載の装置。
［Ｃ６４］　前記干渉の推定レベルをコンピュートするための手段は、前記アクセスポイ
ントから前記負のオフセットを受信する、Ｃ６３に記載の装置。
［Ｃ６５］　コンピュータプログラムプロダクトであって、コンピュータ可読媒体を備え
、前記コンピュータ可読媒体は、
　ワイヤレスネットワークにアクセスすることを容易にするために、少なくとも１つのコ
ンピュータに、アクセスポイントと通信させるためのコードと、
　イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する前記ワイヤレスネットワークに
おける制約される関連付けアクセスポイントに関連している再選択インジケータを前記少
なくとも１つのコンピュータに評価させるためのコードと、
　前記再選択インジケータに少なくとも部分的に基づいて、再選択のために異なる周波数
において、異なるアクセスポイントを前記少なくとも１つのコンピュータに分析させるた
めのコードと、
　を備える、
　コンピュータプログラムプロダクト。
［Ｃ６６］　再選択のために異なる周波数においてアクセスポイントを分析することは、
前記アクセスポイントと通信することから生じる前記制約される関連付けアクセスポイン
トに対する干渉の推定レベルをコンピュートすることに少なくとも部分的にさらに基づい
ている、Ｃ６５に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［Ｃ６７］　前記干渉の推定レベルをコンピュートすることは、前記制約される関連付け
アクセスポイントの参照信号受信パワー（ＲＳＲＰ）と、負のオフセットに基づいたアク
セスポイントのものと、比較することを含む、Ｃ６６に記載のコンピュータプログラムプ
ロダクト。
［Ｃ６８］　前記コンピュータ可読媒体は、前記アクセスポイントから前記負のオフセッ
トを前記少なくとも１つのコンピュータに受信させるためのコードをさらに備える、Ｃ６
７に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［Ｃ６９］　イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する前記ワイヤレスネッ
トワークにおける制約される関連付けアクセスポイントに関連している再選択インジケー
タを受信する、再選択インジケータ受信コンポーネントと、
　前記再選択インジケータに少なくとも部分的に基づいて、現在のアクセスポイントから
再選択のために異なる周波数または技術において異なるアクセスポイントを評価する、ア
クセスポイント再選択コンポーネントと、
　を備える装置。
［Ｃ７０］　前記現在のアクセスポイントと通信することから生じる、前記制約される関
連付けアクセスポイントに対する干渉レベルを推定する干渉予測コンポーネント、をさら
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に備え、前記アクセスポイント再選択コンポーネントは、前記干渉の推定レベルに少なく
とも部分的にさらに基づいて、再選択のために異なる周波数においてアクセスポイントを
評価する、Ｃ６９に記載の装置。
［Ｃ７１］　前記干渉予測コンポーネントは、前記制約される関連付けアクセスポイント
の参照信号受信パワー（ＲＳＲＰ）と、負のオフセットを加える前記アクセスポイントの
ものと、比較することに少なくとも部分的に基づいて前記干渉レベルを推定する、Ｃ７０
に記載の装置。
［Ｃ７２］　前記干渉予測コンポーネントは、前記アクセスポイントから前記負のオフセ
ットを受信する、Ｃ７１に記載の装置。
［Ｃ７３］　ワイヤレスネットワークに対するアクセスを受信するために１以上のモバイ
ルデバイスによって選択可能な１以上のセクタを提供することと、
　前記１以上のセクタにおいて異なるアクセスポイントについてイントラ周波数再選択が
許可されるかどうか特定する再選択インジケータを前記１以上のセクタにおいて１以上の
モバイルデバイスに対して送信することと、
　を備える方法。
［Ｃ７４］　制約される関連付けを表示するために前記１以上のセクタにおいて前記１以
上のモバイルデバイスに対してクローズド加入者グループ（ＣＳＧ）識別子を送信するこ
と、をさらに備えるＣ７３に記載の方法。
［Ｃ７５］　前記再選択インジケータは、前記１以上のセクタにおいて位置づけられる１
以上の制約される関連付けアクセスポイントに関連している、Ｃ７３に記載の方法。
［Ｃ７６］　前記再選択インジケータについてのリクエストを受信すること、をさらに備
えるＣ７３に記載の方法。
［Ｃ７７］　基盤ワイヤレスネットワークから、前記再選択インジケータについてのリク
エストを受信すること、をさらに備えるＣ７３に記載の方法。
［Ｃ７８］　前記１以上のセクタ内でイントラ周波数アクセスポイントと通信する異なる
モバイルデバイスからの以前の干渉をファクタリングすることに少なくとも部分的に基づ
いて、前記再選択インジケータを生成すること、をさらに備えるＣ７３に記載の方法。
［Ｃ７９］　　　ワイヤレスネットワークに対するアクセスを受信するために１以上のモ
バイルデバイスによって選択可能な１以上のセクタをインプリメントするように、
　　　前記１以上のセクタにおいて異なるアクセスポイントについてイントラ周波数再選
択が許可されるかどうか特定する再選択インジケータを前記１以上のセクタにおいて１以
上のモバイルデバイスに対して提供するように、
　構成された少なくとも１つのプロセッサと；
　前記少なくとも１つのプロセッサに対して結合されるメモリと；
　を備えるワイヤレス通信装置。
［Ｃ８０］　前記少なくとも１つのプロセッサは、制約される関連付けを表示するために
前記１以上のセクタにおいて１以上のモバイルデバイスに対してクローズド加入者グルー
プ（ＣＳＧ）識別子を提供するようにさらに構成される、Ｃ７９に記載のワイヤレス通信
装置。
［Ｃ８１］　前記再選択インジケータは、前記１以上のセクタにおいて位置づけられる１
以上の制約される関連付けアクセスポイントに関連している、Ｃ７９に記載のワイヤレス
通信装置。
［Ｃ８２］　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記１以上のモバイルデバイスから前
記再選択インジケータについてのリクエストを受信するようにさらに構成されている、Ｃ
７９に記載のワイヤレス通信デバイス。
［Ｃ８３］　前記少なくとも１つのプロセッサは、基盤ワイヤレスネットワークから、前
記再選択インジケータを受信するようにさらに構成されている、Ｃ７９に記載のワイヤレ
ス通信デバイス。
［Ｃ８４］　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記１以上のセクタ内でイントラ周波
数アクセスポイントと通信する異なるモバイルデバイスからの以前の干渉をファクタリン
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グすることに少なくとも部分的に基づいて、前記再選択インジケータを生成するようにさ
らに構成される、Ｃ７９に記載のワイヤレス通信装置。
［Ｃ８５］　ワイヤレスネットワークに対するアクセスを提供するために、提供されるセ
クタにおいて１以上のモバイルデバイスと通信するための手段と、
　前記１以上のセクタにおいて異なるアクセスポイントについてイントラ周波数再選択が
許可されるかどうか特定する再選択インジケータを前記１以上のモバイルデバイスに対し
て送信するための手段と、
　を備える装置。
［Ｃ８６］　制約される関連付けを表示するために前記提供されるセクタにおいて、前記
１以上のモバイルデバイスに対してクローズド加入者グループ（ＣＳＧ）識別子を提供す
るための手段、
　をさらに備えるＣ８５に記載の装置。
［Ｃ８７］　前記再選択インジケータは、前記提供されるセクタにおいて位置づけられる
１以上の制約される関連付けアクセスポイントに関連している、Ｃ８５に記載の装置。
［Ｃ８８］　前記再選択インジケータコンポーネントを送信するための手段は、前記１以
上のモバイルデバイスから、前記再選択インジケータについてのリクエストを受信する、
Ｃ８５に記載の装置。
［Ｃ８９］　前記再選択インジケータコンポーネントを送信するための手段は、基盤ワイ
ヤレスネットワークから、前記再選択インジケータを受信する、Ｃ８５に記載の装置。
［Ｃ９０］　前記再選択インジケータを送信するための手段は、前記提供されるセクタ内
でイントラ周波数アクセスポイントと通信する異なるモバイルデバイスからの以前の干渉
をファクタリングすることに少なくとも部分的に基づいて、前記再選択インジケータを生
成する、Ｃ８５に記載の装置。
［Ｃ９１］　コンピュータプログラムプロダクトであって、コンピュータ可読媒体を備え
、前記コンピュータ可読媒体は、
　ワイヤレスネットワークに対するアクセスを受信するために１以上のモバイルデバイス
によって選択可能な１以上のセクタを少なくとも１つのコンピュータに提供させるための
コードと、
　前記１以上のセクタにおける異なるアクセスポイントについてイントラ周波数再選択が
許可されるかどうか特定する再選択インジケータを前記１以上のセクタにおいて１以上の
モバイルデバイスに対して前記少なくとも１つのコンピュータに送信させるためのコード
と、
　を備える、
　コンピュータプログラムプロダクト。
［Ｃ９２］　前記コンピュータ可読媒体は、制約される関連付けを表示するために前記１
以上のセクタにおいて前記１以上のモバイルデバイスに対してクローズド加入者グループ
（ＣＳＧ）識別子を前記少なくとも１つのコンピュータに送信させるためのコード、をさ
らに備える、Ｃ９１に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［Ｃ９３］　前記再選択インジケータは、前記１以上のセクタにおいて位置づけられる１
以上の制約される関連付けアクセスポイントに関連している、Ｃ９１に記載のコンピュー
タプログラムプロダクト。
［Ｃ９４］　前記コンピュータ可読媒体は、前記再選択インジケータについてのリクエス
トを前記少なくとも１つのコンピュータに受信させるためのコード、をさらに備える、Ｃ
９１に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［Ｃ９５］　前記コンピュータ可読媒体は、基盤ワイヤレスネットワークから前記再選択
インジケータを前記少なくとも１つのコンピュータに受信させるためのコード、をさらに
備える、Ｃ９１に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［Ｃ９６］　前記コンピュータ可読媒体は、前記１以上のセクタ内でイントラ周波数アク
セスポイントと通信する異なるモバイルデバイスからの以前の干渉をファクタリングする
ことに少なくとも部分的に基づいて、前記再選択インジケータを前記少なくとも１つのコ
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ンピュータに生成させるためのコード、をさらに備える、Ｃ９１に記載のコンピュータプ
ログラムプロダクト。
［Ｃ９７］　ワイヤレスネットワークに対するアクセスを提供するために、提供されるセ
クタにおいて１以上のモバイルデバイスと通信するための送信機と、
　前記１以上のセクタにおける異なるアクセスポイントについてイントラ周波数再選択が
許可されるかどうか特定する再選択インジケータを前記１以上のモバイルデバイスに対し
て提供する再選択インジケータコンポーネントと、
　備える装置。
［Ｃ９８］　制約される関連付けを表示するために前記提供されるセクタにおいて、前記
１以上のモバイルデバイスに対してクローズド加入者グループ（ＣＳＧ）識別子を提供す
る制約される関連付けコンポーネント、をさらに備えるＣ９７に記載の装置。
［Ｃ９９］　前記再選択インジケータは、前記提供されるセクタにおいて位置づけられる
１以上の制約される関連付けアクセスポイントに関連している、Ｃ９７に記載の装置。
［Ｃ１００］　前記再選択インジケータコンポーネントは、前記１以上のモバイルデバイ
スから、前記再選択インジケータについてのリクエストを受信する、Ｃ９７に記載の装置
。
［Ｃ１０１］　前記再選択インジケータコンポーネントは、基盤ワイヤレスネットワーク
から、前記再選択インジケータを受信する、Ｃ９７に記載の装置。
［Ｃ１０２］　前記再選択インジケータコンポーネントは、前記提供されるセクタ内でイ
ントラ周波数アクセスポイントと通信する異なるモバイルデバイスからの以前の干渉をフ
ァクタリングすることに少なくとも部分的に基づいて、前記再選択インジケータを生成す
る、Ｃ９７に記載の装置。
［Ｃ１０３］　ワイヤレスネットワークに対するアクセスを受信するために１以上のモバ
イルデバイスによって選択可能な１以上のセクタを提供することと、
　イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する制約される関連付けアクセスポ
イントから受信される再選択インジケータをオーバーライドすることに関してモバイルデ
バイスに対してオフセットを送信することと、
　を備える方法。
［Ｃ１０４］　前記モバイルデバイスに対してワイヤレスネットワークアクセスを提供す
ること、をさらに備え、前記オフセットは負のオフセットである、Ｃ１０３に記載の方法
。
［Ｃ１０５］　　　ワイヤレスネットワークに対するアクセスを受信するために１以上の
モバイルデバイスによって選択可能な１以上のセクタをインプリメントするように、
　　　イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する制約される関連付けアクセ
スポイントから受信される再選択インジケータをオーバーライドすることに関してモバイ
ルデバイスに対してオフセットを提供するように、
　構成された少なくとも１つのプロセッサと；
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されるメモリと；
　を備えるワイヤレス通信装置。
［Ｃ１０６］　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記モバイルデバイスに対してワイ
ヤレスネットワークアクセスを提供するようにさらに構成され、前記オフセットは負のオ
フセットである、Ｃ１０５に記載のワイヤレス通信装置。
［Ｃ１０７］　ワイヤレスネットワークにおいて１以上のモバイルデバイスと通信するた
めの手段と、
　イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する制約される関連付けアクセスポ
イントから受信される再選択インジケータをオーバーライドすることに関してモバイルデ
バイスに対してオフセットを送信するための手段と、
　を備える装置。
［Ｃ１０８］　前記通信するための手段は、前記モバイルデバイスに対してワイヤレスネ
ットワークアクセスを提供し、前記オフセットは負のオフセットである、Ｃ１０７に記載
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［Ｃ１０９］　コンピュータプログラムプロダクトであって、コンピュータ可読媒体を備
え、前記コンピュータ可読媒体は、
　ワイヤレスネットワークに対するアクセスを受信するために１以上のモバイルデバイス
によって選択可能な１以上のセクタを少なくとも１つのコンピュータに提供させるための
コードと、
　イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する制約される関連付けアクセスポ
イントから受信される再選択インジケータをオーバーライドすることに関してモバイルデ
バイスに対してオフセットを少なくとも１つのコンピュータに送信させるためのコードと
、
　を備える、
　コンピュータプログラムプロダクト。
［Ｃ１１０］　前記コンピュータ可読媒体は、前記モバイルデバイスに対してワイヤレス
ネットワークアクセスを前記少なくとも１つのコンピュータに提供させるためのコード、
をさらに備え、前記オフセットは、負のセットである、Ｃ１０９に記載のコンピュータプ
ログラムプロダクト。
［Ｃ１１１］　ワイヤレスネットワークにおいて１以上のモバイルデバイスと通信するた
めの送信機と、
　イントラ周波数再選択が許可されるかどうかを特定する制約される関連付けアクセスポ
イントから受信される再選択インジケータをオーバーライドすることに関してモバイルデ
バイスに対してオフセットを送信する干渉オフセットコンポーネントと、
　を備える装置。
［Ｃ１１２］　前記装置は、前記モバイルデバイスに対してワイヤレスネットワークアク
セスを提供し、前記オフセットは負のオフセットである、Ｃ１１１に記載の装置。
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